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インターネットでの掲載 

統計課 令和 8 年 6 月 23 日 

 

令和 2 年(2020 年)基準  岐阜市消費者物価指数 

令和 8 年 5 月分 

概 況 

⚫ 総合指数は令和 2 年を 100 として 114.7 

  前月比は 0.4％の上昇  前年同月比は 2.1％の上昇 
 

⚫ 生鮮食品を除く総合指数は 114.2 

  前月比は 0.3％の上昇  前年同月比は 1.9％の上昇 

 

⚫ 生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は 113.4 

  前月比は 0.2％の上昇  前年同月比は 2.5％の上昇 

図１ 消費者物価指数の推移 

 

表１ 総合指数、前月比及び前年同月比 

 

※  全国総合指数の前月比については、季節調整値としている。 

注）前月比及び前年同月比については、端数処理前の指数値を用いて計算しているため、公表された指

数値を用いて計算した値とは一致しない場合がある。 
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5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

指数 112.3 112.2 112.4 112.3 112.1 113.3 113.8 113.6 113.7 113.1 113.8 114.3 114.7
総合指数 前月比    (％) 0.6 -0.1 0.2 -0.1 -0.1 1.0 0.4 -0.1 0.1 -0.5 0.6 0.4 0.4

前年同月比(％) 4.0 3.6 3.6 2.9 2.8 3.1 3.1 2.4 1.8 1.7 2.2 2.4 2.1
指数 112.0 111.9 112.2 111.9 111.6 112.9 113.3 113.0 112.8 112.4 113.3 113.8 114.2
前月比    (％) 0.7 -0.1 0.2 -0.3 -0.2 1.2 0.4 -0.3 -0.1 -0.4 0.8 0.5 0.3
前年同月比(％) 4.3 3.7 3.7 2.9 2.9 3.4 3.3 2.7 2.2 1.9 2.4 2.3 1.9
指数 110.6 110.8 111.1 111.2 111.0 112.4 112.5 112.3 112.3 112.5 113.3 113.2 113.4
前月比    (％) 0.6 0.1 0.3 0.0 -0.2 1.3 0.1 -0.2 0.0 0.2 0.6 -0.1 0.2
前年同月比(％) 3.8 3.6 4.0 3.5 3.0 3.6 3.5 3.3 3.0 3.0 3.4 2.9 2.5
指数 111.8 111.7 111.9 112.1 112.0 112.8 113.2 113.0 112.9 112.2 112.7 113.0 113.5

総合指数
前月比(季節調
整値)(※)(％) 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 -0.1 -0.2 0.2 0.4 0.1 0.4
前年同月比(％) 3.5 3.3 3.1 2.7 2.9 3.0 2.9 2.1 1.5 1.3 1.5 1.4 1.5
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Ⅱ 令和 7 年平均 

概 況 

⚫ 総合指数は令和 2 年を 100 として 112.3     前年比は 3.5％の上昇 
 

⚫ 生鮮食品を除く総合指数は 111.8        前年比は 3.4％の上昇 
 

⚫ 生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は 110.8 前年比は 3.5％の上昇 

図２ 消費者物価指数（総合指数）の推移 

 
図３ 前年比の推移 

 
表２ 総合指数及び前年比 

 

注）前年比は各基準年の公表値による。また、端数処理前の指数値を用いて計算しているため、公表

された指数値を用いて計算した値とは一致しない場合がある。 

＊ 都道府県所在市の「生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数」は、平成 27 年から公表して

いる。 
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（年）

総合指数（前年比）
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H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

指数 99.8 99.6 99.8 100.7 100.8 100.0 99.8 102.3 105.4 108.5 112.3

前年比 （％） 1.2 -0.3 0.3 0.8 0.1 -0.8 -0.2 2.4 3.1 3.0 3.5

指数 100.1 99.6 99.9 100.7 100.9 100.0 99.9 102.2 105.2 108.0 111.8

前年比 （％） 1.0 -0.5 0.3 0.8 0.2 -0.9 -0.1 2.3 2.9 2.7 3.4

指数 99.7 100.3 100.3 100.6 100.6 100.0 99.6 100.5 104.2 107.1 110.8

前年比 （％） ＊ 0.6 0.0 0.2 0.1 -0.6 -0.4 0.8 3.8 2.8 3.5

指数 98.2 98.1 98.6 99.5 100.0 100.0 99.8 102.3 105.6 108.5 111.9

前年比 （％） 0.8 -0.1 0.5 1.0 0.5 0.0 -0.2 2.5 3.2 2.7 3.2
全国総合指数

岐
阜
市

総合指数

生鮮食品を除く
総合指数

生鮮食品及びエネルギー
を除く総合指数
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（令和２年＝100）

指　数
対 前 年
(同月)比
(％)

指　数
対 前 年
(同月)比
(％)

平成２０年平均 98.6 1.4

　　２１年平均 97.2 △ 1.4 100.8 △ 1.3

　　２２年平均 96.5 △ 0.7 100.0 △ 1.1

　　２３年平均 96.3 △ 0.3 99.6 △ 0.4

２４年平均 96.2 0.0 99.6 0.0

２５年平均 96.6 0.4 99.9 0.3

２６年平均 99.2 2.7 103.2 3.3

２７年平均 98.2 0.8 99.8 1.2

２８年平均 98.1 △ 0.1 99.6 △ 0.3

２９年平均 98.6 0.5 99.8 0.3

３０年平均 99.5 1.0 100.7 0.8

平成31(令和元)年平均 100.0 0.5 100.8 0.1

令和２年平均 100.0 0.0 100.0 △ 0.8

令和３年平均 99.8 △ 0.2 99.8 △ 0.2

令和４年平均 102.3 2.5 102.3 2.4

令和５年平均 105.6 3.2 105.4 3.1

令和６年平均 108.5 2.7 108.5 3.0

令和７年平均 111.9 3.2 112.3 3.5

令和８年１月 112.9 1.5 113.7 1.8

２月 112.2 1.3 113.1 1.7

３月 112.7 1.5 113.8 2.2

４月 113.0 1.4 114.3 2.4

５月 113.5 1.5 114.7 2.1

注２　△はマイナス。

資料出所：総務省統計局、岐阜県総合企画部統計課

区分

岐　　阜　　市全　　国

消費者物価指数の推移（全国・岐阜市）

注１　指数の基準年について、令和３年７月分から令和２年平均を１００
　　とするよう切り替えられており新旧指数の接続が行われている。
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≪本部（全国） 回答集計（第6回）≫

【加重平均】

4,862 組合 119 円 4,863 組合

2,863,436 人 △ 0.24 ポイント 2,933,516 人

3,391 組合 476 円 3,412 組合

329,417 人 0.00 ポイント 331,702 人

1,471 組合 49 円 1,451 組合

2,534,019 人 △ 0.27 ポイント 2,601,814 人

※昨年同時期公表比較

≪岐阜県（連合岐阜） 回答集計（第5回）≫

【加重平均】

95 組合 1,066 円 98 組合

48,050 人 0.11 ポイント 45,120 人

63 組合 1,536 円 66 組合

27,866 人 0.27 ポイント 25,447 人

17 組合 △ 720 円 18 組合

11,665 人 △ 0.44 ポイント 12,150 人

8 組合 1,952 円 9 組合

7,592 人 0.33 ポイント 6,680 人

7 組合 3,744 円 5 組合

927 人 1.03 ポイント 843 人

27 組合 993 円 29 組合

2,396 人 0.03 ポイント 2,945 人

68 組合 1,039 円 69 組合

45,654 人 0.12 ポイント 42,175 人

※昨年同時期公表比較

【単純平均】

95 組合 955 円 98 組合

48,050 人 0.07 ポイント 45,120 人

【その他集計（組合別）】

昨年度比プラスor維持 67 単組 ％ 20 単組

４,５００円以上獲得 91 単組 ％ 24 単組

連合岐阜２０２６春季生活闘争

第 ５ 回 賃 上 げ 集 計 結 果　【定昇込み平均賃上げ】

昨年度比

昨年実績（2025年6月5日公表）

集計組合数
集計組合員数

定昇相当込み
賃上げ計

定昇相当込み
賃上げ率

集計組合数
集計組合員数

定昇相当込み
賃上げ計

定昇相当込み
賃上げ率平均賃金方式

2026年 (6月4日公表)

16,518 円 5.02 ％ 16,399 円 5.26 ％

300人未満
（中小）

12,929 円 4.70 ％ 12,453 円 4.70 ％

300人以上 16,981 円 5.06 ％ 16,932 円 5.33 ％

平均賃金方式

2026年 (6月8日現在)

昨年度比

昨年実績（2025年6月5日 (第3回集計)）

集計組合数
集計組合員数

定昇相当込み
賃上げ計

定昇相当込み
賃上げ率

集計組合数
集計組合員数

定昇相当込み
賃上げ計

定昇相当込み
賃上げ率

15,977 円 5.01 ％ 14,911 円 4.90 ％

製造業 18,032 円 5.58 ％ 16,496 円 5.31 ％

円 4.96 ％

交通運輸 11,053 円 3.64 ％ 9,101 円

商業流通 14,133 円 4.52 ％ 14,853

3.31 ％

その他 17,695 円 5.38 ％ 13,951 円 4.35 ％

300人未満
（中小）

14,188 円 4.95 ％ 13,195 円 4.92 ％

円 4.90 ％

平均賃金方式

2026年 (6月8日現在)

昨年度比

昨年実績（2025年6月5日 (第3回集計)）

集計組合数
集計組合員数

定昇相当込み
賃上げ計

定昇相当込み
賃上げ率

300人以上 16,070 円 5.02 ％ 15,031

％

70.5 内中小組合

95.8 内中小組合

集計組合数
集計組合員数

定昇相当込み
賃上げ計

定昇相当込み
賃上げ率

14,878 円 4.82 ％ 13,923 円 4.75
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2026 年 6月 19 日 

(一社)岐阜県経営者協会 

   1 / 3 

2026 年：賃金改定 

第 10 報 

 
 

 
6 月 18 日時点で 89 社から回答を得た。この内、集計可能であった 87 社の平均は下表の通り。 

 

 集計社数 基準内賃金 平均年齢 平均勤続 妥結・結果額 増加率 

今期 

6 月 18 日時点 
87 社 281,538円 41.3歳 14.0年 11,895 円 4.17％ 

昨期 

第 10報 6 月 18 日時点 
103 社 270,567円 40.9歳 13.4年 11,348円 4.22％ 

昨期 

最終集計 
116 社 271,207 円 40.6 歳 13.2 年 11,589 円 4.31％ 

※ 「妥結・結果額」には、定期昇給や賃金改善分（ベースアップ等）が含まれている。（以下、同じ） 
 

 
上表は 87社の平均値であるが、下のグラフは各社の「妥結・結果額」を 
2,000 円きざみ (20,000 円以上は 20,000 円～24,999 円 )で区分化し、該当社数を表したもの。

 

2026 年  春季労使交渉・賃金改定 調査 速報〔第 10 報〕 

岐阜県内企業の妥結状況 

Ⅰ 現在の概況 ― 組合員・非管理職 ― 

Ⅱ 妥結・結果額の分布 ― 組合員・非管理職 ― 

ｎ＝87 社 
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１．労働組合員・非管理職 

 

 
集計 

社数 
（社） 

《 労 務 構 成 》 《 要 求 》 《 妥結・結果 》 

基準内 

賃 金 

（円） 

平均 

年齢 

（歳） 

平均 

勤続 

（年） 

額 

（円） 

増加率 

（％） 

額 

（円） 

増加率 

（％） 

全 業 種 87 281,538 41.3 14.0 13,237 4.68 11,895 4.17 

業 種 

大分類 

製 造 業 49 276,683 40.6 14.7 14,191 5.07 12,899 4.58 

非製造業 38 287,968 42.1 12.9 11,972 4.16 10,601 3.63 

地
域
名 

岐 阜 37 278,796 41.4 13.8 12,710 4.54 10,981 3.90 

西 濃 25 289,985 42.1 15.4 14,248 4.93 13,108 4.46 

中 濃 9 277,974 39.9 14.8 14,697 5.28 13,465 4.81 

東 濃 8 272,423 40.0 11.5 13,054 4.55 12,807 4.47 

飛   騨 8 280,606 41.0 11.4 11,178 4.04 9,656 3.44 

規
模
別 

5 0 人 未 満 12 294,328 49.8 15.5 10,762 3.55 10,762 3.55 

5 0 ～ 9 9 人 11 261,713 38.7 10.5 10,602 4.05 8,565 3.25 

1 0 0 ～ 2 9 9 人 35 276,314 40.4 13.6 13,255 4.76 11,911 4.27 

3 0 0 ～ 9 9 9 人 17 275,689 40.1 15.8 13,918 5.07 12,463 4.51 

1 , 0 0 0人 以 上 12 311,511 39.9 14.3 17,459 5.69 15,230 4.85 
※ 集計は単純平均。 

※ 賃上げゼロの場合、0円（0％）で集計している。 

※ 労働組合が無い等により要求が無い場合、「要求」に「妥結・結果」の数値を入れている。 

    

 

＊賃金改善（ベースアップ）を実施した企業は、上記 87 社中 54社 (62.1%)   平均 8,522円 

 

※ ベースアップが明確に区分されている企業のみ集計。 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ 賃金改定（賃上げ）状況 ― 総計（労働組合の有無問わず集計） ― 
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２．管理職 

 
集計 

社数 
（社） 

《 労 務 構 成 》 《 妥結・結果 》 

基準内 

賃 金 

（円） 

平均 

年齢 

（歳） 

平均 

勤続 

（年） 

額 

（円） 

増加率 

（％） 

全 業 種 77 449,422 52.5 25.0 14,180 3.14 

業 種 

大分類 

製 造 業 42 450,263 51.9 25.4 16,317 3.57 

非製造業 35 448,413 53.2 24.6 11,615 2.62 

地
域
名 

岐 阜 36 444,138 52.8 25.1 12,452 2.81 

西 濃 20 475,110 52.6 24.4 14,726 3.05 

中 濃 7 416,777 50.5 25.7 13,588 3.27 

東 濃 6 441,428 52.7 24.9 15,890 3.47 

飛 騨 8 443,540 52.2 25.5 19,824 4.46 

規
模
別 

5 0 人 未 満 11 451,673 57.1 21.7 8,148 1.91 

5 0 ～ 9 9 人 10 437,142 52.6 24.5 10,865 2.46 

1 0 0 ～ 2 9 9 人 34 434,566 52.3 26.1 15,077 3.50 

3 0 0 ～ 9 9 9 人 15 482,913 50.7 25.5 18,264 3.63 

1 , 0 0 0人 以 上 7 463,820 49.9 24.3 15,286 3.23 
※ 集計は単純平均。 

 

8



 

 

毎月勤労統計調査結果 

 

 

１ 産業別現金給与額（令和８年４月分） 

２ 産業別常用労働者現金給与総額の推移 

３ 産業別常用労働者現金給与総額指数 

４ 産業別常用労働者きまって支給する給与の推移 

５ 産業別常用労働者きまって支給する給与指数 

６ 産業別常用労働者所定内給与の推移 

７ 産業別常用労働者所定内給与指数 

８ 実質賃金指数（現金給与総額） 
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6
8
0

9
9
.
2

△
2
7
.
4

4
.
0

 
3
5
4
 
6
3
9

0
.
0

5
.
5

 
3
4
0
 
6
3
2

7
.
5

 
1
4
 
0
0
7

4
 
0
4
1

△
 
4
 
6
4
7

製
造

業
 
3
4
4
 
5
6
4

1
0
9
.
0

△
6
.
3

1
3
.
8

 
3
2
6
 
4
4
2

3
.
6

1
1
.
6

 
2
9
0
 
4
8
1

1
0
.
1

 
3
5
 
9
6
1

1
8
 
1
2
2

 
7
 
7
9
4

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

 
4
2
2
 
2
3
6

8
2
.
5

1
.
6

△
1
.
8

 
4
2
1
 
1
3
9

2
.
8

△
2
.
0

 
3
7
3
 
9
5
6

△
0
.
6

 
4
7
 
1
8
3

1
 
0
9
7

 
1
 
0
0
9

情
報

通
信

業
 
4
0
1
 
1
4
7

1
0
0
.
3

1
9
.
3

2
0
.
4

 
3
3
7
 
6
5
7

7
.
1

2
.
0

 
3
1
0
 
7
6
6

△
0
.
3

 
2
6
 
8
9
1

6
3
 
4
9
0

 
6
1
 
2
8
2

運
輸

業
、

郵
便

業
 
3
2
4
 
3
3
0

9
3
.
8

△
1
.
5

1
4
.
0

 
3
1
3
 
1
3
4

1
.
6

1
0
.
6

 
2
7
3
 
3
1
1

1
0
.
1

 
3
9
 
8
2
3

1
1
 
1
9
6

 
9
 
6
7
6

卸
売

業
、

小
売

業
 
1
9
0
 
5
7
8

8
5
.
7

3
.
8

△
7
.
9

 
1
8
7
 
3
9
9

4
.
5

△
6
.
4

 
1
7
9
 
7
5
7

△
6
.
5

 
7
 
6
4
2

3
 
1
7
9

△
 
3
 
6
7
6

金
融

業
、

保
険

業
 
4
4
8
 
0
4
6

1
0
6
.
7

1
5
.
7

3
9
.
5

 
4
4
6
 
8
0
9

1
6
.
3

4
0
.
1

 
4
3
3
 
9
0
1

4
7
.
2

 
1
2
 
9
0
8

1
 
2
3
7

△
 
 
7
6
3

不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業

 
3
1
8
 
9
5
8

1
2
5
.
0

△
3
.
7

2
.
1

 
2
9
7
 
8
7
2

△
6
.
2

△
4
.
6

 
2
8
6
 
4
5
7

4
.
7

 
1
1
 
4
1
5

2
1
 
0
8
6

 
2
1
 
0
8
6

学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

 
3
3
5
 
8
2
5

9
0
.
7

3
.
8

△
4
.
1

 
3
1
6
 
9
9
8

△
2
.
0

△
5
.
8

 
2
9
4
 
8
4
2

△
4
.
5

 
2
2
 
1
5
6

1
8
 
8
2
7

 
4
 
9
4
9

宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

 
1
2
2
 
1
9
9

1
0
8
.
0

2
.
7

1
0
.
5

 
1
1
9
 
2
5
6

6
.
0

1
4
.
8

 
1
1
5
 
4
8
6

1
5
.
4

 
3
 
7
7
0

2
 
9
4
3

△
 
3
 
6
9
4

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業

 
1
7
2
 
5
2
9

8
9
.
1

2
.
5

3
2
.
4

 
1
7
2
 
0
6
7

2
.
4

3
2
.
1

 
1
6
6
 
8
0
0

3
2
.
0

 
5
 
2
6
7

 
4
6
2

 
 
2
7
0

教
育

、
学

習
支

援
業

 
2
8
2
 
1
5
8

7
1
.
0

1
.
3

△
8
.
0

 
2
8
2
 
1
3
1

2
.
5

△
7
.
9

 
2
7
7
 
3
9
3

△
7
.
9

 
4
 
7
3
8

 
2
7

△
 
 
2
1
2

医
療

、
福

祉
 
2
5
3
 
3
6
9

8
9
.
8

△
1
5
.
8

△
1
.
6

 
2
5
1
 
5
9
3

0
.
0

△
2
.
3

 
2
4
0
 
4
4
7

△
1
.
5

 
1
1
 
1
4
6

1
 
7
7
6

 
1
 
5
1
5

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

 
2
5
3
 
8
9
8

1
0
0
.
3

△
1
5
.
7

3
.
7

 
2
5
2
 
6
9
5

2
.
3

5
.
8

 
2
2
6
 
3
9
5

3
.
2

 
2
6
 
3
0
0

1
 
2
0
3

△
 
4
 
6
4
7

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
事
業
所
規
模
3
0
人
以
上
】

特
別
に
支
払
わ
れ
た
給
与

　
　
　
 
産
　
　
　
　
　
　
業

 
所
定
外
給
与

実
　
数

指
　
数

前
月
比

前
年
同
月
比

実
 
 
数

前
月
比

前
年
同
月
比

実
 
 
数

前
年
同
月
比

実
 
 
数

実
 
 
数

前
年
同
月
差

円
％

％
円

％
％

円
％

円
円

円

調
査

産
業

計
 
3
0
4
 
6
8
6

9
4
.
7

△
1
0
.
7

5
.
0

 
2
9
5
 
4
8
8

2
.
8

4
.
3

 
2
6
9
 
3
1
2

3
.
7

 
2
6
 
1
7
6

9
 
1
9
8

 
2
 
6
1
3

建
設

業
 
3
4
4
 
2
4
6

8
0
.
6

△
4
7
.
9

△
2
.
7

 
3
4
3
 
6
8
9

0
.
6

△
2
.
8

 
3
2
1
 
5
1
4

△
0
.
4

 
2
2
 
1
7
5

 
5
5
7

 
 
5
5
7

製
造

業
 
3
6
1
 
7
4
4

1
0
7
.
0

△
9
.
5

1
0
.
8

 
3
4
2
 
6
9
1

2
.
8

8
.
6

 
3
0
2
 
7
7
8

8
.
0

 
3
9
 
9
1
3

1
9
 
0
5
3

 
7
 
8
0
2

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

 
4
4
1
 
8
4
7

8
3
.
8

2
.
1

△
2
.
0

 
4
4
0
 
2
5
9

3
.
1

△
2
.
4

 
3
8
4
 
4
2
1

△
0
.
9

 
5
5
 
8
3
8

1
 
5
8
8

 
1
 
4
6
2

情
報

通
信

業
 
4
2
6
 
2
2
4

1
1
2
.
4

1
1
.
1

2
7
.
9

 
3
7
2
 
0
7
3

3
.
9

1
2
.
4

 
3
3
6
 
6
1
1

7
.
9

 
3
5
 
4
6
2

5
4
 
1
5
1

 
5
1
 
9
4
3

運
輸

業
、

郵
便

業
 
2
9
8
 
8
1
3

8
3
.
0

7
.
2

8
.
5

 
2
8
2
 
4
6
6

4
.
0

2
.
7

 
2
3
7
 
3
9
1

0
.
1

 
4
5
 
0
7
5

1
6
 
3
4
7

 
1
6
 
0
9
0

卸
売

業
、

小
売

業
 
2
2
2
 
0
4
0

9
1
.
4

8
.
0

0
.
6

 
2
1
5
 
4
0
2

6
.
2

5
.
5

 
2
0
8
 
1
0
6

5
.
4

 
7
 
2
9
6

6
 
6
3
8

△
 
9
 
8
2
8

金
融

業
、

保
険

業
 
3
5
3
 
9
5
9

8
2
.
4

1
.
6

2
.
4

 
3
5
1
 
4
9
0

0
.
9

2
.
8

 
3
3
4
 
8
9
9

8
.
2

 
1
6
 
5
9
1

2
 
4
6
9

△
 
1
 
6
3
0

不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業

 
3
4
3
 
8
8
9

1
4
6
.
3

△
4
.
0

1
2
.
6

 
3
3
9
 
4
5
5

5
.
7

1
1
.
3

 
3
2
4
 
7
3
0

1
3
.
1

 
1
4
 
7
2
5

4
 
4
3
4

 
4
 
4
3
4

学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

 
3
4
6
 
2
6
6

8
4
.
2

5
.
6

△
2
.
8

 
3
3
2
 
6
5
4

1
.
4

△
5
.
2

 
3
0
0
 
5
8
1

△
5
.
7

 
3
2
 
0
7
3

1
3
 
6
1
2

 
8
 
3
1
6

宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

 
1
3
8
 
4
9
0

1
1
6
.
7

5
.
1

1
7
.
2

 
1
3
8
 
4
7
8

7
.
3

1
9
.
6

 
1
3
2
 
0
0
4

2
0
.
5

 
6
 
4
7
4

 
1
2

△
 
2
 
3
8
8

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業

 
1
8
8
 
9
9
6

1
1
3
.
0

5
.
2

2
0
.
0

 
1
8
8
 
7
1
2

5
.
2

2
0
.
2

 
1
7
9
 
3
3
0

1
8
.
0

 
9
 
3
8
2

 
2
8
4

△
 
 
1
7
3

教
育

、
学

習
支

援
業

 
3
0
6
 
2
8
4

6
9
.
8

2
.
6

△
8
.
2

 
3
0
6
 
2
4
0

2
.
7

△
8
.
1

 
3
0
2
 
2
0
9

△
8
.
0

 
4
 
0
3
1

 
4
4

△
 
 
9
5

医
療

、
福

祉
 
3
0
5
 
4
2
0

9
1
.
9

△
1
8
.
7

0
.
9

 
3
0
4
 
8
9
6

1
.
3

0
.
7

 
2
8
9
 
6
6
7

2
.
0

 
1
5
 
2
2
9

 
5
2
4

 
 
3
4
0

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

 
2
5
3
 
6
4
6

1
2
3
.
9

△
2
1
.
4

8
.
8

 
2
5
3
 
4
3
8

2
.
2

1
1
.
6

 
2
1
9
 
5
7
8

7
.
9

 
3
3
 
8
6
0

 
2
0
8

△
 
5
 
9
1
5

 
 

注
意
　
「
調
査
産
業
計
」
に
は
、
調
査
対
象
事
業
所
が
少
な
い
た
め
公
表
を
除
外
し
た
「
鉱
業
、
採
石
業
、
砂
利
採
取
業
」
「
複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
を
含
め
て
算
定
し
て
い
る
。

資
料
出
所
：
岐
阜
県
総
合
企
画
部
統
計
課
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」

所
定
内
給
与

現
 
金
 
給
 
与
 
総
 
額

　
き
ま
っ
て
支
給
す
る
給
与

所
定
内
給
与

現
 
金
 
給
 
与
 
総
 
額

　
き
ま
っ
て
支
給
す
る
給
与
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kagak
フリーテキスト




　
　
　
 
産
業

 
年
月

調
査

産
業
計

製
造
業

繊
維

工
業

木
材
・

木
製
品

家
具

装
備
品

パ
ル
プ
・

紙
印
刷
・

同
関
連
業

窯
業
・

土
石
製
品

金
属

製
品

業
務
用

機
械
器
具

電
子
部
品

・
デ
バ
イ
ス

電
　
　
気

機
械
器
具

情
報
通
信

機
械
器
具

輸
送
用

機
械
器
具

卸
売
・

小
売
業

平
成
２
９
年

2
8
5
,
6
2
4

3
3
0
,
8
3
7

2
3
8
,
3
6
0

3
1
9
,
3
7
8

3
0
6
,
4
7
7

3
7
0
,
6
1
4

2
7
3
,
3
7
3

3
2
1
,
6
7
8

3
1
4
,
1
8
5

3
1
9
,
2
8
1

3
4
5
,
1
3
1

3
4
0
,
2
5
1

注
２

4
1
4
,
9
8
0

2
0
8
,
1
1
2

３
０
年

2
8
4
,
2
3
4

3
2
9
,
8
4
6

2
3
9
,
2
3
8

2
8
0
,
3
0
7

3
2
3
,
6
7
2

2
5
7
,
2
5
0

2
8
9
,
3
5
6

3
0
3
,
6
2
3

3
2
3
,
8
1
3

3
7
0
,
2
9
6

3
5
9
,
5
2
4

3
1
7
,
2
2
4

注
２

3
7
8
,
5
3
4

2
3
2
,
0
9
0

平
成
３
１
年

令
和
　
元
年

2
8
6
,
8
3
8

3
2
6
,
3
6
8

2
0
9
,
0
8
1

2
7
3
,
3
9
8

2
8
5
,
1
8
9

3
0
1
,
0
4
8

2
9
7
,
3
4
0

3
2
8
,
5
0
4

3
3
8
,
1
3
5

3
4
5
,
5
9
1

3
6
8
,
0
6
1

2
6
3
,
8
1
4

注
２

3
8
7
,
8
6
0

2
3
7
,
4
8
3

２
年

2
8
3
,
4
5
7

3
1
6
,
7
6
2

2
0
1
,
4
4
4

2
3
7
,
2
8
7

2
6
7
,
1
5
8

2
9
6
,
1
2
8

2
7
4
,
3
4
3

3
5
1
,
3
2
7

3
2
4
,
6
3
6

3
4
2
,
5
1
7

3
9
9
,
8
3
3

2
7
3
,
2
3
3

注
２

3
6
7
,
4
6
0

2
2
2
,
5
8
9

３
年

2
7
7
,
1
3
2

3
2
3
,
7
0
2

2
1
1
,
4
7
9

2
7
6
,
0
6
9

2
8
2
,
5
1
1

2
8
8
,
1
2
8

2
7
1
,
6
4
8

2
9
6
,
4
8
0

3
1
6
,
4
1
3

4
1
6
,
2
7
1

4
3
4
,
5
2
2

2
6
6
,
9
6
6

注
２

4
0
4
,
9
7
6

2
0
5
,
6
6
5

４
年

2
9
3
,
5
3
7

3
3
5
,
3
7
4

2
3
9
,
1
2
5

2
8
0
,
8
9
8

3
2
5
,
8
6
8

2
9
3
,
0
3
3

3
2
1
,
0
3
0

2
8
0
,
9
3
8

3
1
7
,
9
9
5

注
２

4
6
5
,
3
5
0

3
0
7
,
7
5
9

5
1
9
,
1
5
1

4
3
8
,
5
6
1

2
5
6
,
1
1
4

５
年

2
9
8
,
7
7
1

3
4
8
,
4
2
1

2
4
9
,
0
7
0

3
0
3
,
8
5
8

3
4
9
,
5
2
3

3
2
4
,
4
4
6

2
9
9
,
0
2
3

2
6
4
,
0
5
4

3
2
7
,
1
9
5

4
7
7
,
0
8
9

注
２

3
3
3
,
0
3
5

3
5
8
,
6
3
7

4
6
7
,
9
0
0

2
7
4
,
0
1
7

６
年

3
0
9
,
4
2
2

3
6
5
,
0
6
6

2
7
8
,
2
9
8

3
0
7
,
5
3
6

3
1
5
,
9
9
6

3
7
6
,
2
7
5

3
2
9
,
0
9
7

3
2
1
,
5
7
9

3
6
1
,
5
3
6

3
2
1
,
7
6
0

4
4
9
,
7
3
8

3
5
2
,
5
9
1

3
6
6
,
3
8
5

4
5
8
,
6
9
0

2
4
2
,
3
8
4

７
年

3
1
0
,
8
8
6

3
7
7
,
7
7
8

2
8
6
,
1
2
7

3
3
3
,
1
4
0

3
1
0
,
3
8
8

3
9
9
,
5
0
8

3
0
8
,
2
4
3

3
4
1
,
5
8
1

3
9
8
,
4
9
3

3
8
1
,
9
1
4

4
5
5
,
2
9
5

3
5
7
,
7
2
5

注
２

4
7
1
,
8
1
7

2
2
9
,
0
1
2

令
和
８
年
１
月

2
7
6
,
7
0
6

3
1
3
,
3
5
0

2
7
4
,
5
7
7

3
0
0
,
2
3
7

2
6
7
,
8
3
3

3
5
4
,
5
6
6

2
8
6
,
3
9
0

3
5
5
,
3
2
1

3
0
5
,
9
8
5

3
3
2
,
8
1
5

3
9
8
,
9
2
0

2
7
3
,
3
2
0

注
２

3
6
5
,
3
7
9

1
8
8
,
9
4
8

　
　
　
２
月

2
5
9
,
0
2
1

3
1
9
,
8
0
7

2
6
3
,
8
3
5

3
2
4
,
9
7
5

2
9
6
,
5
7
6

3
5
3
,
4
9
6

3
8
5
,
7
5
7

3
5
7
,
3
5
2

2
9
8
,
6
5
0

3
3
0
,
6
7
4

3
6
7
,
6
2
7

2
7
7
,
0
2
3

注
２

3
7
3
,
3
8
6

1
8
4
,
9
8
1

　
　
　
３
月

2
9
0
,
7
6
4

3
6
7
,
5
6
3

2
7
4
,
8
1
0

3
2
5
,
8
9
3

2
8
6
,
2
2
7

3
4
5
,
2
8
7

2
8
4
,
7
2
6

3
3
7
,
6
0
1

6
7
8
,
2
9
4

3
5
5
,
8
5
6

3
7
7
,
7
4
5

3
3
8
,
7
7
6

注
２

3
8
3
,
4
8
6

1
8
3
,
6
1
5

　
　
　
４
月

2
6
9
,
9
0
2

3
4
4
,
5
6
4

2
7
1
,
6
8
9

3
3
7
,
0
6
9

2
8
8
,
6
4
9

3
6
3
,
7
5
9

2
9
3
,
3
8
2

3
3
1
,
6
0
6

3
5
3
,
4
8
1

3
7
4
,
3
4
0

3
8
7
,
1
8
7

3
4
2
,
8
2
8

注
２

4
3
3
,
0
6
6

1
9
0
,
5
7
8

注
１
：
事
業
所
規
模
は
５
人
以
上
。

注
２
：
サ
ン
プ
ル
不
足
の
た
め
非
公
表
。

資
料
出
所

産
業
別
常
用
労
働
者
現
金
給
与
総
額
の
推
移
（
岐
阜
県
）

：
岐
阜
県
総
合
企
画
部
統
計
課
　
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」

（
単
位
：
円
）
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調
　
査

産
業
計

製
造
業

繊
維
工
業

木
材
・

木
製
品

家
具
・

装
備
品

パ
ル
プ
・

紙
・

紙
加
工
品

印
刷
・

同
関
連
業

窯
業
・

土
石
製
品

金
属
製
品

業
務
用

機
械
器
具

電
子
部
品

・
デ
バ
イ
ス

電
　
　
気

機
械
器
具

情
報
通
信

機
械
器
具

輸
送
用

機
械
器
具

卸
売
・

小
売
業

平
成
2
9
年
平
均

1
0
0
.
8

1
0
4
.
6

1
1
8
.
1

1
3
7
.
1

1
1
4
.
5

1
2
4
.
6

9
9
.
6

9
1
.
2

9
6
.
6

1
0
1
.
9

8
6
.
6

1
2
4
.
4

注
4

1
1
2
.
7

9
3
.
5

3
0
年

1
0
0
.
3

1
0
4
.
4

1
1
8
.
9

1
2
8
.
7

1
2
1
.
9

8
6
.
7

1
0
5
.
3

8
6
.
3

9
9
.
6

1
0
7
.
1

9
0
.
3

1
1
5
.
3

注
4

1
0
2
.
7

1
0
4
.
4

平
成
3
1
年

令
和
元
年

1
0
1
.
2

1
0
3
.
2

1
0
3
.
7

1
1
7
.
3

1
0
6
.
6

1
0
1
.
6

1
0
8
.
2

9
3
.
3

1
0
3
.
9

9
9
.
6

9
2
.
6

9
6
.
6

注
4

1
0
5
.
4

1
0
6
.
9

２
年

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

注
4

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

３
年

9
7
.
9

1
0
2
.
3

1
0
5
.
1

1
1
8
.
6

1
0
5
.
4

9
7
.
4

9
9
.
0

8
4
.
3

9
6
.
9

1
1
5
.
8

1
1
0
.
8

9
8
.
0

注
4

1
0
9
.
7

9
2
.
6

４
年

1
0
3
.
7

1
0
6
.
3

1
1
8
.
7

1
2
0
.
7

1
2
2
.
7

9
9
.
0

1
1
7
.
1

7
9
.
8

9
7
.
7

注
4

1
1
6
.
4

1
1
2
.
6

1
3
5
.
9

1
1
9
.
2

1
1
5
.
3

５
年

1
0
5
.
5

1
1
0
.
3

1
2
3
.
1

1
3
0
.
6

1
3
0
.
6

1
0
9
.
4

1
0
9
.
0

7
5
.
0

1
0
0
.
7

1
3
6
.
7

注
4

1
2
1
.
9

9
3
.
5

1
2
7
.
1

1
2
3
.
1

６
年

1
0
9
.
1

1
1
5
.
4

1
3
8
.
1

1
3
2
.
2

1
1
8
.
0

1
2
7
.
2

1
1
9
.
5

9
1
.
4

1
1
1
.
4

9
3
.
0

1
1
3
.
3

1
2
8
.
5

9
6
.
0

1
2
4
.
4

1
0
9
.
0

７
年

1
0
9
.
6

1
1
9
.
5

1
4
1
.
7

1
4
3
.
3

1
1
6
.
1

1
3
4
.
8

1
1
2
.
4

9
7
.
2

1
2
2
.
4

1
0
8
.
1

1
1
4
.
1

1
3
0
.
4

注
4

1
2
8
.
2

1
0
3
.
0

令
和
８
年
１
月

9
7
.
7

9
9
.
1

1
3
6
.
1

1
2
8
.
8

1
0
0
.
1

1
1
9
.
7

1
0
4
.
2

1
0
1
.
0

9
4
.
2

9
6
.
1

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

注
4

9
9
.
3

8
5
.
0

２
月

9
1
.
4

1
0
1
.
2

1
3
0
.
7

1
3
9
.
4

1
1
0
.
8

1
1
9
.
4

1
4
0
.
4

1
0
1
.
6

9
1
.
9

9
5
.
5

9
2
.
1

1
0
1
.
4

注
4

1
0
1
.
5

8
3
.
2

３
月

1
0
2
.
6

1
1
6
.
3

1
3
6
.
2

1
3
9
.
8

1
0
6
.
9

1
1
6
.
6

1
0
3
.
6

9
6
.
0

2
0
8
.
8

1
0
2
.
7

9
4
.
7

1
2
4
.
0

注
4

1
0
4
.
2

8
2
.
6

４
月

9
5
.
3

1
0
9
.
0

1
3
4
.
6

1
4
4
.
6

1
0
7
.
8

1
2
2
.
8

1
0
6
.
7

9
4
.
3

1
0
8
.
8

1
0
8
.
1

9
7
.
0

1
2
5
.
5

注
4

1
1
7
.
7

8
5
.
7

平
成
2
9
年
平
均

4
.
0

3
.
0

1
6
.
9

3
.
8

3
.
5

8
.
2

-
2
.
1

2
0
.
1

-
0
.
3

1
7
.
2

8
.
7

3
.
6

注
4

-
1
.
2

3
.
6

3
0
年

-
0
.
6

-
0
.
2

0
.
6

-
6
.
2

6
.
4

-
3
0
.
3

5
.
8

-
5
.
4

3
.
0

5
.
2

4
.
2

-
7
.
4

注
4

-
8
.
8

1
1
.
5

平
成
3
1
年

令
和
元
年

1
.
0

-
1
.
2

-
1
2
.
8

-
8
.
9

-
1
2
.
5

1
7
.
0

2
.
7

8
.
1

4
.
3

-
7
.
0

2
.
7

-
1
6
.
1

注
4

2
.
6

2
.
5

２
年

-
1
.
2

-
3
.
0

-
3
.
5

-
1
4
.
7

-
6
.
2

-
1
.
5

-
7
.
5

7
.
3

-
3
.
7

0
.
3

7
.
9

3
.
5

注
4

-
5
.
1

-
6
.
5

３
年

-
2
.
1

2
.
3

5
.
1

1
8
.
5

5
.
4

-
2
.
6

-
1
.
0

-
1
5
.
8

-
3
.
2

1
5
.
8

1
0
.
8

-
2
.
0

注
4

9
.
6

-
7
.
4

４
年

5
.
9

3
.
9

1
2
.
9

1
.
8

1
6
.
4

1
.
6

1
8
.
3

-
5
.
3

0
.
8

注
4

5
.
1

1
4
.
9

4
6
.
3

8
.
7

2
4
.
5

５
年

1
.
7

3
.
8

3
.
7

8
.
2

6
.
4

1
0
.
5

-
6
.
9

-
6
.
0

3
.
1

4
.
0

注
4

8
.
3

-
3
1
.
2

6
.
6

6
.
8

６
年

3
.
6

3
.
0

1
2
.
3

0
.
8

-
8
.
7

1
2
.
0

9
.
1

1
3
.
4

7
.
9

-
3
2
.
4

-
8
.
3

4
.
5

1
.
4

-
5
.
3

-
6
.
4

７
年

0
.
5

3
.
6

2
.
6

8
.
4

-
1
.
6

6
.
0

-
5
.
9

6
.
3

9
.
9

1
6
.
2

0
.
7

1
.
5

注
4

3
.
1

-
5
.
5

令
和
８
年
１
月

8
.
7

4
.
1

1
0
.
9

1
1
.
3

-
0
.
1

8
.
4

-
1
3
.
6

4
6
.
8

-
4
.
3

5
9
.
9

7
.
4

-
2
5
.
6

注
4

4
.
3

-
2
.
4

２
月

2
.
2

7
.
1

-
6
.
3

1
7
.
3

-
1
.
4

1
0
.
7

2
4
.
5

4
2
.
9

-
4
.
3

4
9
.
7

5
.
6

1
1
.
4

注
4

3
.
2

-
7
.
2

３
月

7
.
8

2
1
.
7

1
0
.
7

1
7
.
8

6
.
4

5
.
8

9
.
4

3
6
.
4

1
1
4
.
8

6
3
.
5

6
.
4

3
6
.
3

注
4

6
.
8

-
4
.
2

４
月

5
.
0

1
3
.
8

4
.
5

2
0
.
5

1
3
.
6

8
.
3

1
1
.
8

2
3
.
6

1
8
.
5

-
3
0
.
3

7
.
1

3
5
.
4

注
4

2
6
.
6

-
7
.
9

注
１
：
事
業
所
規
模
５
人
以
上
。

注
３
：
指
数
は
令
和
2
年
（
2
0
2
0
年
）
＝
1
0
0
。

注
４
：
サ
ン
プ
ル
不
足
の
た
め
非
公
表
。

注
５
：
基
準
値
改
訂
に
よ
り
現
時
点
は
非
公
表
。

資
料
出
所
：
岐
阜
県
総
合
企
画
部
統
計
課
｢
毎
月
勤
労
統
計
調
査
｣

産
業
別
常
用
労
働
者
現
金
給
与
総
額
指
数
（
岐
阜
県
）

　
　
　
 
産
業

 
年
月

指
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
数

対
前
年
（
同
月
）
増
減
率
（
％
）

注
２
：
「
調
査
産
業
計
」
は
日
本
標
準
産
業
分
類
の
鉱
業
～
サ
ー
ビ
ス
業
の
合
計
。
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産
業

 
年
月

調
　
査

産
業
計

製
造
業

繊
維

工
業

木
材
・

木
製
品

家
具

装
備
品

パ
ル
プ
・

紙
印
刷

窯
業
・

土
石
製
品

金
属

製
品

業
務
用

機
械
器
具

電
子
部
品

・
デ
バ
イ
ス

電
　
　
気

機
械
器
具

情
報
通
信

機
械
器
具

輸
送
用

機
械
器
具

卸
売
・

小
売
業

平
成
２
９
年

2
3
9
,
1
4
3

2
7
2
,
2
2
0

2
1
5
,
5
0
8

2
7
5
,
9
0
1

2
7
0
,
9
2
3

2
9
2
,
5
0
7

2
4
0
,
4
2
9

2
7
7
,
5
5
4

2
5
4
,
7
7
1

2
6
2
,
7
6
6

2
8
3
,
8
6
9

2
6
3
,
5
7
0

注
２

3
2
4
,
7
5
0

1
8
1
,
1
0
9

３
０
年

2
3
7
,
7
6
5

2
6
8
,
9
2
5

2
1
5
,
3
1
8

2
5
7
,
2
2
9

2
9
4
,
6
4
2

2
2
0
,
8
3
6

2
6
1
,
0
7
7

2
6
0
,
7
4
3

2
7
5
,
4
9
5

2
7
7
,
1
8
1

2
7
4
,
2
2
1

2
5
2
,
1
7
5

注
２

2
9
2
,
7
5
2

1
9
9
,
8
5
3

平
成
３
１
年

令
和
　
元
年

2
4
0
,
3
9
8

2
6
8
,
1
0
7

1
9
8
,
0
5
6

2
4
5
,
8
0
0

2
5
1
,
2
1
1

2
5
2
,
1
3
4

2
6
7
,
0
4
8

2
7
2
,
4
7
2

2
7
2
,
8
7
3

2
5
1
,
7
3
4

2
8
4
,
5
2
7

2
1
1
,
7
5
8

注
２

3
0
7
,
8
9
5

2
0
5
,
1
8
8

２
年

2
3
7
,
1
4
5

2
5
9
,
0
6
2

1
8
5
,
5
5
6

2
1
7
,
7
1
0

2
3
5
,
2
5
5

2
5
0
,
2
5
1

2
5
1
,
4
9
7

2
8
0
,
7
5
7

2
5
5
,
2
6
1

2
5
9
,
6
7
0

3
0
2
,
4
7
9

2
2
8
,
4
0
4

注
２

2
9
2
,
4
1
7

1
9
1
,
9
6
1

３
年

2
3
3
,
9
4
9

2
6
8
,
8
1
7

1
9
5
,
3
5
5

2
5
4
,
0
2
3

2
3
9
,
9
6
2

2
5
0
,
0
8
8

2
3
7
,
8
8
5

2
4
9
,
5
3
6

2
5
9
,
7
6
9

3
2
3
,
1
3
9

3
1
2
,
9
9
0

2
2
4
,
3
2
3

注
２

3
3
1
,
6
7
3

1
8
0
,
6
9
6

４
年

2
4
4
,
7
6
7

2
7
3
,
9
1
7

2
0
5
,
9
5
3

2
5
4
,
7
1
9

2
7
8
,
5
8
7

2
3
9
,
4
7
8

2
7
1
,
9
5
5

2
3
5
,
6
5
8

2
6
6
,
8
1
3

注
２

3
2
1
,
0
2
6

2
5
3
,
0
2
8

3
6
2
,
8
4
2

3
3
8
,
0
9
0

2
1
5
,
6
5
5

５
年

2
4
5
,
5
7
9

2
7
9
,
4
8
2

2
2
0
,
9
5
8

2
7
3
,
0
2
8

2
9
3
,
5
4
5

2
5
7
,
0
0
7

2
4
6
,
0
9
0

2
2
7
,
3
7
8

2
6
4
,
5
6
1

3
4
6
,
3
5
4

注
２

2
6
7
,
4
0
8

2
7
7
,
6
1
3

3
4
5
,
3
7
1

2
2
4
,
2
9
2

６
年

2
5
0
,
8
3
8

2
9
0
,
5
4
1

2
4
5
,
3
1
6

2
5
2
,
0
1
6

2
7
6
,
3
1
1

3
0
1
,
6
1
2

2
7
0
,
4
4
6

2
5
6
,
4
1
0

2
8
6
,
0
0
0

2
2
2
,
4
1
2

3
5
3
,
9
4
6

2
8
6
,
9
8
6

2
7
3
,
8
7
4

3
5
8
,
0
3
7

2
0
0
,
7
8
7

７
年

2
5
2
,
6
6
5

2
9
9
,
5
5
2

2
5
9
,
9
5
5

2
7
8
,
8
6
5

2
6
2
,
0
5
8

3
3
0
,
2
0
3

2
5
8
,
5
5
6

2
6
2
,
5
7
1

3
1
6
,
8
6
2

2
4
7
,
5
5
8

3
5
8
,
2
3
6

2
6
1
,
2
3
9

注
２

3
6
5
,
8
4
2

1
9
2
,
4
2
7

令
和
８
年
１
月

2
5
5
,
4
0
4

3
1
1
,
3
6
7

2
6
3
,
8
0
6

3
0
0
,
2
3
7

2
6
7
,
8
3
3

3
5
4
,
4
7
8

2
8
3
,
6
4
2

3
5
5
,
1
4
5

3
0
5
,
9
8
5

3
3
1
,
9
9
0

3
6
3
,
7
8
6

2
7
2
,
8
3
9

注
２

3
6
5
,
1
9
5

1
8
2
,
8
4
0

　
　
　
２
月

2
5
6
,
3
2
9

3
1
6
,
4
6
0

2
6
3
,
8
3
2

3
2
4
,
9
7
5

2
9
6
,
5
7
6

3
5
3
,
3
0
6

2
8
2
,
2
5
5

3
5
7
,
1
2
6

2
9
7
,
9
2
5

3
3
0
,
2
5
2

3
6
7
,
6
2
6

2
7
6
,
3
7
2

注
２

3
7
3
,
2
3
5

1
8
4
,
5
0
4

　
　
　
３
月

2
5
5
,
3
7
8

3
1
4
,
9
2
1

2
6
0
,
3
0
7

3
1
8
,
4
3
3

2
8
6
,
2
2
7

3
4
5
,
2
0
2

2
7
9
,
1
6
4

3
2
1
,
6
4
8

2
9
6
,
6
5
8

3
5
5
,
4
9
4

3
7
7
,
7
2
8

2
7
8
,
6
2
3

注
２

3
7
8
,
9
9
2

1
7
9
,
4
0
4

　
　
　
４
月

2
6
2
,
4
3
9

3
2
6
,
4
4
2

2
6
9
,
9
0
0

3
3
7
,
0
6
9

2
8
8
,
6
4
9

3
6
0
,
7
5
4

2
8
7
,
6
0
1

3
3
1
,
4
9
3

3
1
3
,
5
8
5

3
7
2
,
9
0
9

3
8
7
,
1
8
0

3
1
9
,
8
2
6

注
２

3
8
4
,
8
4
4

1
8
7
,
3
9
9

注
１
：
事
業
所
規
模
は
５
人
以
上
。

注
２

資
料
出
所
：
岐
阜
県
総
合
企
画
部
統
計
課
　
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」

産
業
別
常
用
労
働
者
き
ま
っ
て
支
給
す
る
給
与
の
推
移
（
岐
阜
県
）

：
サ
ン
プ
ル
不
足
の
た
め
非
公
表
。

（
単
位
：
円
）
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調
　
査

産
業
計

製
造
業

繊
維
工
業

木
材
・

木
製
品

家
具
・

装
備
品

パ
ル
プ
・

紙
・

紙
加
工
品

印
刷
・

同
関
連
業

窯
業
・

土
石
製
品

金
属
製
品

業
務
用

機
械
器
具

電
子
部
品

・
デ
バ
イ
ス

電
　
　
気

機
械
器
具

情
報
通
信

機
械
器
具

輸
送
用

機
械
器
具

卸
売
・

小
売
業

平
成
2
9
年
平
均

1
0
0
.
9

1
0
5
.
1

1
1
6
.
1

1
2
8
.
0

1
1
5
.
2

1
1
7
.
4

9
5
.
5

9
8
.
8

9
9
.
8

1
0
6
.
7

9
3
.
8

1
1
5
.
4

注
4

1
1
1
.
1

9
4
.
3

3
0
年

1
0
0
.
3

1
0
3
.
8

1
1
6
.
0

1
2
4
.
6

1
2
3
.
4

8
8
.
2

1
0
3
.
7

9
2
.
9

1
0
7
.
9

1
0
6
.
7

9
0
.
7

1
1
0
.
4

注
4

1
0
0
.
2

1
0
4
.
1

平
成
3
1
年

令
和
元
年

1
0
1
.
4

1
0
3
.
5

1
0
6
.
7

1
1
4
.
1

1
0
6
.
8

1
0
0
.
7

1
0
6
.
1

9
7
.
0

1
0
6
.
9

9
6
.
9

9
4
.
3

9
2
.
7

注
4

1
0
5
.
3

1
0
6
.
9

２
年

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

注
4

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

３
年

9
8
.
7

1
0
3
.
8

1
0
5
.
3

1
1
7
.
9

1
0
2
.
0

9
9
.
9

9
4
.
5

8
8
.
8

1
0
1
.
7

1
2
0
.
3

1
0
3
.
1

9
8
.
2

注
4

1
1
3
.
4

9
4
.
1

４
年

1
0
3
.
2

1
0
5
.
8

1
1
0
.
9

1
1
8
.
3

1
1
8
.
5

9
5
.
7

1
0
8
.
0

8
3
.
9

1
0
4
.
6

注
4

1
0
6
.
1

1
1
0
.
8

1
2
2
.
9

1
1
5
.
6

1
1
2
.
3

５
年

1
0
3
.
6

1
0
7
.
9

1
1
9
.
0

1
2
6
.
7

1
2
4
.
8

1
0
2
.
7

9
8
.
9

8
0
.
9

1
0
3
.
7

1
3
3
.
4

注
4

1
1
7
.
1

9
4
.
0

1
1
8
.
1

1
1
6
.
8

６
年

1
0
5
.
8

1
1
2
.
2

1
3
2
.
2

1
1
6
.
9

1
1
7
.
5

1
2
0
.
5

1
0
7
.
5

9
1
.
3

1
1
2
.
1

8
5
.
6

1
1
7
.
0

1
2
5
.
6

9
2
.
7

1
2
2
.
4

1
0
4
.
6

７
年

1
0
6
.
5

1
1
5
.
6

1
4
0
.
0

1
2
9
.
4

1
1
1
.
4

1
3
1
.
9

1
0
2
.
8

9
3
.
5

1
2
4
.
1

9
5
.
4

1
1
8
.
4

1
1
4
.
4

注
4

1
2
5
.
1

1
0
0
.
2

令
和
８
年
１
月

1
0
7
.
7

1
2
0
.
2

1
4
2
.
1

1
3
9
.
3

1
1
3
.
9

1
4
1
.
6

1
1
2
.
7

1
2
6
.
4

1
1
9
.
9

1
2
7
.
7

1
2
0
.
3

1
1
9
.
4

注
4

1
2
4
.
9

9
5
.
2

２
月

1
0
8
.
1

1
2
2
.
2

1
4
2
.
1

1
5
0
.
7

1
2
6
.
1

1
4
1
.
2

1
1
2
.
1

1
2
7
.
2

1
1
6
.
7

1
2
7
.
1

1
2
1
.
5

1
2
1
.
0

注
4

1
2
7
.
6

9
6
.
1

３
月

1
0
7
.
7

1
2
1
.
6

1
4
0
.
2

1
4
7
.
7

1
2
1
.
7

1
3
7
.
9

1
1
0
.
9

1
1
4
.
5

1
1
6
.
2

1
3
6
.
8

1
2
4
.
9

1
2
2
.
0

注
4

1
2
9
.
6

9
3
.
4

４
月

1
1
0
.
7

1
2
6
.
0

1
4
5
.
4

1
5
6
.
4

1
2
2
.
7

1
4
4
.
1

1
1
4
.
3

1
1
8
.
0

1
2
2
.
9

1
4
3
.
5

1
2
8
.
0

1
4
0
.
0

注
4

1
3
1
.
6

9
7
.
6

平
成
2
9
年
平
均

3
.
9

3
.
3

1
6
.
3

1
.
5

2
.
6

7
.
2

1
.
4

2
0
.
8

-
4
.
8

7
.
4

1
1
.
6

4
.
2

注
4

-
1
.
7

3
.
0

3
0
年

-
0
.
5

-
1
.
3

-
0
.
1

-
2
.
7

7
.
2

-
2
4
.
8

8
.
6

-
6
.
0

8
.
1

0
.
0

-
3
.
3

-
4
.
3

注
4

-
9
.
9

1
0
.
3

平
成
3
1
年

令
和
元
年

1
.
1

-
0
.
2

-
8
.
1

-
8
.
4

-
1
3
.
5

1
4
.
2

2
.
4

4
.
5

-
0
.
9

-
9
.
3

3
.
9

-
1
6
.
0

注
4

5
.
2

2
.
7

２
年

-
1
.
4

-
3
.
4

-
6
.
3

-
1
2
.
4

-
6
.
3

-
0
.
7

-
5
.
8

3
.
1

-
6
.
5

3
.
2

6
.
1

7
.
8

注
4

-
5
.
0

-
6
.
4

３
年

-
1
.
3

3
.
8

5
.
3

1
7
.
9

2
.
0

-
0
.
1

-
5
.
4

-
1
1
.
2

1
.
7

2
0
.
2

3
.
1

-
1
.
8

注
4

1
3
.
4

-
5
.
9

４
年

4
.
6

1
.
9

5
.
3

0
.
3

1
6
.
2

-
4
.
2

1
4
.
3

-
5
.
5

2
.
9

注
4

2
.
9

1
2
.
8

2
9
.
9

1
.
9

1
9
.
3

５
年

0
.
4

2
.
0

7
.
3

7
.
1

5
.
3

7
.
3

-
8
.
4

-
3
.
6

-
0
.
9

-
0
.
8

注
4

5
.
7

-
2
3
.
5

2
.
2

4
.
0

６
年

2
.
2

2
.
8

1
1
.
2

-
8
.
2

-
5
.
3

1
3
.
3

8
.
3

7
.
7

6
.
4

-
3
6
.
1

0
.
2

6
.
3

-
3
.
9

0
.
6

-
6
.
0

７
年

0
.
7

3
.
0

5
.
9

1
0
.
7

-
5
.
2

9
.
5

-
4
.
4

2
.
4

1
0
.
7

1
1
.
4

1
.
2

-
8
.
9

注
4

2
.
2

-
4
.
2

令
和
８
年
１
月

3
.
5

7
.
9

1
2
.
6

1
1
.
4

3
.
0

8
.
4

1
2
.
6

4
8
.
2

0
.
3

5
9
.
4

5
.
6

-
9
.
6

注
4

4
.
4

-
4
.
9

２
月

2
.
5

7
.
2

5
.
5

1
7
.
5

1
0
.
9

1
0
.
7

5
.
8

4
2
.
9

-
4
.
4

4
9
.
5

5
.
7

1
1
.
2

注
4

3
.
2

-
4
.
9

３
月

2
.
2

7
.
6

4
.
9

1
5
.
2

1
0
.
7

5
.
8

7
.
3

2
9
.
8

-
5
.
9

6
3
.
4

6
.
4

1
4
.
3

注
4

5
.
6

-
5
.
9

４
月

4
.
3

1
1
.
6

4
.
8

2
0
.
7

1
3
.
5

1
0
.
5

9
.
9

2
3
.
6

5
.
3

5
2
.
0

7
.
1

2
9
.
0

注
4

1
2
.
5

-
6
.
4

注
１
：
事
業
所
規
模
５
人
以
上
。

資
料
出
所
：
岐
阜
県
総
合
企
画
部
統
計
課
｢
毎
月
勤
労
統
計
調
査
｣

産
業
別
常
用
労
働
者
き
ま
っ
て
支
給
す
る
給
与
指
数
（
岐
阜
県
）

 
　
　
　
　
産
 
業

 
年
 
月

指
　
　
　
　
　
　
　
　
　
数

対
前
年
（
同
月
）
増
減
率
（
％
）

注
３
：
指
数
は
令
和
2
年
（
2
0
2
0
年
）
＝
1
0
0
。

注
２
：
「
調
査
産
業
計
」
は
日
本
標
準
産
業
分
類
の
鉱
業
～
サ
ー
ビ
ス
業
の
合
計
。

注
５
：
基
準
値
改
訂
に
よ
り
現
時
点
は
非
公
表
。

注
４
：
サ
ン
プ
ル
不
足
の
た
め
非
公
表
。

14



　
　
　
 
産
業

 
年
月

調
査

産
業
計

製
造
業

繊
維

工
業

木
材
・

木
製
品

家
具

装
備
品

パ
ル
プ
・

紙
・

紙
加
工
品

印
刷

窯
業
・

土
石
製
品

金
属

製
品

業
務
用

機
械
器
具

電
子
部
品

・
デ
バ
イ
ス

電
　
　
気

機
械
器
具

情
報
通
信

機
械
器
具

輸
送
用

機
械
器
具

卸
売
・

小
売
業

平
成
２
９
年

2
1
2
,
8
7
5

2
3
3
,
3
5
9

1
6
1
,
6
5
8

2
4
9
,
7
7
5

2
4
3
,
9
0
2

2
4
1
,
5
4
3

2
2
1
,
0
5
3

2
1
0
,
5
9
3

2
4
1
,
2
8
0

2
4
8
,
7
7
8

2
1
3
,
1
2
2

2
2
8
,
1
6
6

注
２

2
7
9
,
7
1
0

1
6
8
,
0
1
5

３
０
年

2
2
1
,
3
7
3

2
3
9
,
7
7
2

1
8
7
,
5
1
0

2
5
3
,
4
2
7

2
5
0
,
2
4
5

2
5
6
,
1
8
8

2
2
7
,
7
0
8

2
4
9
,
3
2
9

2
3
0
,
7
4
4

2
5
0
,
6
3
4

2
2
7
,
0
3
7

2
3
8
,
6
1
9

注
２

2
7
9
,
3
8
2

1
7
3
,
2
2
1

平
成
３
１
年

令
和
　
元
年

2
1
9
,
3
6
8

2
3
7
,
5
5
8

1
8
8
,
7
5
6

2
3
5
,
1
9
7

2
6
8
,
7
1
9

2
0
3
,
6
7
2

2
4
2
,
0
8
2

2
3
7
,
6
3
7

2
4
5
,
4
4
3

2
4
7
,
8
2
8

2
2
8
,
7
0
0

2
2
5
,
5
2
9

注
２

2
5
7
,
2
4
1

1
8
9
,
3
8
1

２
年

2
2
3
,
2
8
1

2
3
8
,
0
0
5

1
7
5
,
6
6
4

1
9
3
,
4
6
9

2
2
4
,
3
9
5

2
2
4
,
5
5
6

2
3
6
,
2
4
7

2
6
2
,
6
4
1

2
3
7
,
4
7
1

2
3
9
,
2
6
4

2
4
7
,
6
8
3

2
0
9
,
8
8
4

注
２

2
6
8
,
7
0
4

1
8
4
,
3
4
8

３
年

2
1
8
,
5
6
5

2
4
1
,
8
4
0

1
7
6
,
2
3
6

2
2
3
,
0
9
7

2
2
2
,
8
1
8

2
3
3
,
2
5
4

2
2
3
,
1
3
9

2
3
5
,
4
6
9

2
3
9
,
0
4
1

3
0
4
,
9
6
8

2
4
7
,
0
9
7

2
0
7
,
4
4
8

注
２

2
8
9
,
8
3
9

1
7
3
,
3
6
9

４
年

2
2
8
,
2
1
5

2
4
7
,
8
4
9

1
9
0
,
3
2
6

2
3
7
,
8
7
7

2
6
2
,
8
9
1

2
1
6
,
1
6
1

2
5
3
,
0
3
4

2
2
2
,
9
1
6

2
4
6
,
6
0
6

注
２

2
5
7
,
0
9
6

2
2
5
,
4
4
2

3
4
3
,
3
8
1

2
9
5
,
5
0
2

2
0
8
,
5
8
0

５
年

2
2
8
,
3
5
1

2
5
5
,
0
2
3

2
0
5
,
2
3
8

2
6
0
,
8
2
3

2
7
5
,
6
4
2

2
3
4
,
7
9
8

2
2
5
,
2
2
8

2
2
0
,
3
7
5

2
4
4
,
1
2
8

3
2
5
,
1
8
6

注
２

2
4
6
,
5
6
9

2
6
4
,
2
3
7

3
0
3
,
1
7
4

2
1
4
,
0
0
3

６
年

2
3
4
,
0
9
8

2
6
5
,
7
4
5

2
2
7
,
8
6
6

2
3
3
,
4
8
3

2
6
3
,
9
3
3

2
7
7
,
4
1
9

2
5
6
,
5
3
5

2
4
1
,
5
2
2

2
6
0
,
5
8
0

2
0
7
,
5
1
0

2
9
4
,
1
2
1

2
6
8
,
3
8
0

2
6
4
,
1
3
2

3
2
0
,
9
5
2

1
9
0
,
5
1
6

７
年

2
3
5
,
5
3
0

2
7
0
,
9
5
8

2
3
8
,
5
0
6

2
5
6
,
7
5
9

2
5
0
,
3
8
0

2
9
9
,
0
5
9

2
4
5
,
5
7
5

2
4
1
,
8
3
0

2
9
0
,
3
3
2

2
3
1
,
1
5
6

2
9
7
,
6
4
9

2
4
6
,
6
3
2

注
２

3
2
0
,
9
0
9

1
8
4
,
3
5
9

令
和
８
年
１
月

2
3
8
,
3
7
6

2
8
1
,
6
5
5

2
2
8
,
7
2
4

2
6
9
,
8
0
1

2
6
2
,
0
1
2

3
0
8
,
0
3
1

2
6
4
,
2
4
4

3
2
1
,
1
4
2

2
8
6
,
4
2
4

3
0
4
,
4
4
2

2
9
5
,
2
8
4

2
5
6
,
3
4
2

注
２

3
1
8
,
9
0
4

1
7
5
,
6
4
7

　
　
　
２
月

2
3
8
,
8
8
8

2
8
3
,
3
9
1

2
3
5
,
3
2
8

2
8
1
,
9
4
5

2
6
3
,
8
6
4

3
1
2
,
4
3
9

2
6
6
,
3
2
9

3
1
8
,
4
5
2

2
7
8
,
1
6
4

3
0
1
,
8
9
2

2
9
8
,
2
4
3

2
5
6
,
8
4
8

注
２

3
2
1
,
6
3
8

1
7
7
,
4
6
5

　
　
　
３
月

2
3
7
,
6
9
6

2
8
1
,
8
2
2

2
2
6
,
2
1
3

2
7
8
,
9
1
3

2
6
1
,
4
0
5

3
0
2
,
0
4
4

2
5
9
,
4
8
2

2
9
4
,
6
5
1

2
7
5
,
7
7
1

3
2
1
,
1
3
8

3
0
5
,
0
1
8

2
6
0
,
1
1
8

注
２

3
2
4
,
9
1
1

1
7
1
,
9
1
4

　
　
　
４
月

2
4
3
,
6
5
8

2
9
0
,
4
8
1

2
3
0
,
6
6
7

2
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9
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3
1
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1
2
0

2
6
5
,
5
9
0

2
8
5
,
4
9
5

2
9
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,
8
1
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3
4
0
,
1
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3
1
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,
0
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3
0
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,
7
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4

注
２

3
2
9
,
9
3
9

1
7
9
,
7
5
7

注
１
：
事
業
所
規
模
は
５
人
以
上
。

注
２

資
料
出
所
：
岐
阜
県
総
合
企
画
部
統
計
課
　
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」

産
業
別
常
用
労
働
者
所
定
内
給
与
の
推
移
（
岐
阜
県
）

：
サ
ン
プ
ル
数
が
少
な
い
た
め
非
公
表
。

（
単
位
：
円
）
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繊
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装
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・

紙
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同
関
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注
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事
業
所
規
模
５
人
以
上
。

産
業
別
常
用
労
働
者
所
定
内
給
与
指
数
（
岐
阜
県
）

　
　
　
　
　
産
 
業

 
年
 
月

指
　
　
　
　
　
　
　
　
　
数

対
前
年
（
同
月
）
増
減
率
（
％
）

注
５
：
基
準
値
改
訂
に
よ
り
現
時
点
は
非
公
表
。

資
料
出
所
：
岐
阜
県
総
合
企
画
部
統
計
課
｢
毎
月
勤
労
統
計
調
査
｣

注
２
：
「
調
査
産
業
計
」
は
日
本
標
準
産
業
分
類
の
鉱
業
～
サ
ー
ビ
ス
業
の
合
計
。

注
４
：
サ
ン
プ
ル
不
足
の
た
め
非
公
表
。

注
３
：
指
数
は
令
和
2
年
（
2
0
2
0
年
）
＝
1
0
0
。
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【事業所規模５人以上】
（令和２年＝100）

区    分 年 月

前 年 比 前 年 比 前 年 比 前 年 比 前 年 比

% % % % %
令和元年平均 100.3 0.9 108.6 △6.7 102.3 △1.3 105.9 2.4 97.0 △4.5 2019年平均

　　2 100.0 △0.2 100.0 △7.9 100.0 △2.1 100.0 △5.6 100.0 3.3 2020

　　3 98.2 △1.8 106.9 6.9 102.6 2.6 92.9 △7.1 99.4 △0.6 2021

　　4 101.2 3.1 103.6 △3.1 103.7 1.1 112.5 21.1 101.6 2.2 2022

　　5 99.2 △2.0 110.2 6.4 103.7 0.0 115.7 2.8 95.5 △6.0 2023

　　6 99.1 0.1 109.1 △3.3 104.8 △0.5 99.0 △9.5 103.1 4.2 2024

　　7 95.8 △3.3 102.8 △5.8 104.5 △0.3 90.0 △9.1 99.5 △3.5 2025

令和7年4月 79.6 △6.7 83.7 △12.8 84.0 △7.2 81.7 △4.3 80.1 △6.1 2025.4

5 81.7 △0.8 87.9 0.1 88.8 4.8 81.1 △6.4 82.8 △4.7 5

6 132.2 △7.6 146.3 △13.0 130.0 1.2 101.5 △17.3 150.9 △7.3 6

7 118.0 2.4 114.8 7.8 151.5 2.0 121.7 △13.7 112.9 20.5 7

8 79.8 △4.4 88.6 △16.4 85.8 △0.5 76.7 △12.4 80.8 △4.7 8

9 78.6 △3.1 88.0 2.8 83.6 △2.0 75.0 △9.5 80.5 △5.4 9

10 80.0 △2.6 86.5 △2.8 87.7 △0.6 76.2 △11.0 81.1 △4.0 10

11 84.6 △1.4 87.8 △2.9 93.9 △1.6 77.2 △7.8 92.0 6.6 11

12 175.2 △0.6 168.1 △4.5 198.1 5.2 158.9 △1.2 179.6 △9.2 12

令和8年1月 84.5 7.1 91.8 13.3 85.7 2.6 73.5 △3.8 77.8 △3.7 2026.1

2 79.5 0.9 85.4 3.3 88.1 5.8 72.4 △8.5 77.4 △4.9 2

3 89.1 6.3 118.8 △0.3 101.0 20.0 71.8 △5.4 92.7 1.0 3

4 82.4 3.5 85.7 2.4 94.2 12.1 74.1 △9.3 77.6 △3.1 4

   

【事業所規模30人以上】

（令和２年＝100）

区    分 年 月

前 年 比 前 年 比 前 年 比 前 年 比 前 年 比

% % % % %
令和元年平均 99.1 2.0 104.4 3.4 100.9 △3.6 100.1 8.9 94.6 △6.7 2019年平均

　　2 100.0 1.0 100.0 △4.1 100.0 △0.7 100.0 0.1 100.0 5.7 2020

　　3 99.9 △0.1 97.8 △2.2 106.7 6.7 95.4 △4.6 101.4 1.4 2021

　　4 101.5 1.6 107.2 9.6 107.6 0.8 110.5 15.8 106.5 5.0 2022

　　5 98.1 △3.3 109.3 2.0 108.6 0.9 102.1 △7.6 102.7 △3.6 2023

　　6 99.1 2.5 108.1 △2.3 107.4 △1.1 80.9 △10.6 104.9 4.1 2024

　　7 97.7 △1.4 98.5 △8.9 107.4 0.0 87.6 8.3 101.1 △3.6 2025

令和7年4月 79.1 △4.7 72.6 △14.5 84.7 △5.3 79.7 9.3 79.9 △7.2 2025.4

5 81.7 2.0 76.0 △6.3 91.1 7.8 79.4 10.3 80.5 △6.4 5

6 140.8 △5.2 188.0 △4.6 136.9 0.9 80.4 △4.3 164.2 △8.9 6

7 123.7 7.3 73.1 △21.9 164.1 3.6 116.9 3.3 115.8 29.0 7

8 78.3 △1.8 72.7 △12.1 84.4 △0.4 75.8 4.3 81.0 △4.3 8

9 78.2 △1.5 73.5 △11.0 83.8 △1.4 74.2 3.9 81.2 △3.3 9

10 80.3 △2.3 73.6 △10.5 88.0 △3.4 79.7 1.1 82.2 △1.6 10

11 85.1 0.1 70.3 △15.9 95.4 △1.2 76.9 6.5 91.7 8.3 11

12 189.1 2.2 189.7 △2.8 212.4 5.7 174.0 44.2 188.4 △8.9 12

令和8年1月 85.4 10.8 75.9 6.6 84.7 3.5 73.7 4.1 77.9 △1.4 2026.1

2 78.2 1.7 68.0 △5.6 87.0 4.3 72.9 1.0 77.8 △2.9 2

3 92.1 9.5 134.3 △11.5 102.7 21.7 73.5 2.2 98.2 7.8 3

4 81.8 3.4 69.7 △4.0 92.5 9.2 79.0 △0.9 79.4 △0.6 4

注意　各月の前年比は前年同月比である。

各月の実質賃金指数＝
各月の（名目）賃金指数

×100
岐阜市の各月の消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）

調 査 産 業 計 建  設  業 製  造  業 卸売業・小売業 医療・福祉

８　実質賃金指数（現金給与総額）

調 査 産 業 計 建  設  業 製  造  業 卸売業・小売業 医療・福祉
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1.総論 

【総括判断】「岐阜県内経済は、緩やかに回復しつつある」 
 

項 目 前回（8年 1月判断） 今回（8年 4月判断） 
前回 
比較 

総括判断 緩やかに回復しつつある 緩やかに回復しつつある 
 

（注）8 年 4 月判断は、前回 8 年 1 月判断以降、足下の状況までを含めた期間で判断している。 

（判断の要点） 

個人消費は、持ち直している。生産活動は、緩やかに回復しつつある。雇用情勢は、緩

やかに改善しつつある。 

 

【各項目の判断】 

項 目 前回（8年 1月判断） 今回（8年 4月判断） 
前回 
比較 

 

個人消費 持ち直している 持ち直している 
 

生産活動 緩やかに回復しつつある 緩やかに回復しつつある 
 

雇用情勢 緩やかに改善しつつある 緩やかに改善しつつある 
 

 

設備投資 7年度は減少見込み 7年度は減少見込み 
 

企業収益 7年度は減益見込み 7年度は減益見込み 
 

企業の 

景況感 

全産業の現状判断（7年 10-12月期）

は「下降」超 
全産業の現状判断（8 年 1-3 月期）は
「下降」超  

住宅建設 前年を下回っている 前年を上回っている 
 

公共事業 前年を下回っている 前年を下回っている 
 

企業倒産 件数は前年を上回っている 件数は前年を上回っている 
 

 

【先行き】 

先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかに

回復していくことが期待されるものの、中東情勢や金融資本市場の変動等の影響を注視す

る必要がある。 
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2.各論  

【個人消費】持ち直している 

百貨店・スーパー販売は、緩やかに回復しつつある。コンビニエンスストア販売は、
緩やかに持ち直しつつある。ドラッグストア販売は、堅調となっている。ホームセンタ
ー販売は、一進一退の状況にある。家電大型専門店販売は、緩やかに回復しつつある。
乗用車販売は、一進一退の状況にある。 

(主なヒアリング結果) 

➢ 引き続き、割安な PB 商品の販売が堅調な一方で、高単価商品も選ばれる傾向にあるなど、節約志向

にある中で、消費者は濃淡をつけて購入商品を選択しており、メリハリ消費が継続している。【スー

パー】 

➢ 2月はインフルエンザが流行したこともあって、調剤部門等の売上げが増加したほか、中旬以降には

気温が上がったことで外出機会が増えたためか、日焼け止めやリップクリームなどの売上げも増加し

た。【ドラッグストア】 

➢ 2月中旬以降に気温が暖かくなってきたことで、園芸用品が好調となった一方、灯油など冬物の季節

商品が低調となったほか、DIY用品も前年を下回るなど、全体的に厳しい状況。【ホームセンター】 

➢ 客数が順調に伸長したことに加え、2027年の省エネ基準改正の影響により、エアコンの販売が好調

だったこと等から、売上高は前年実績を上回っている。【家電大型専門店】 

【生産活動】緩やかに回復しつつある 

汎用・生産用・業務用機械は、弱い動きとなっている。輸送機械は、緩やかに回復
している。電気機械は、緩やかに回復している。金属製品は、緩やかに回復しつつあ
る。窯業・土石は、弱い動きとなっている。プラスチックは、持ち直しの動きがみら

れる。 

(主なヒアリング結果) 

➢ 足下の新設住宅着工戸数が減少傾向であることから、住宅設備メーカー向けが低調となっている。さ

らにこの先においては、市況が好転する材料もなく、また足下の金利上昇により、消費者の住宅購入

マインドが低下することを懸念している。【汎用機械等】 

➢ 中東情勢の影響により、取引先メーカーが減産したことに伴い、当社の売上げにも影響が出ていると

ころ。なお、この先は生産量が増加見通しではあるが、それも今後の中東情勢次第といったところ。

【輸送機械】 

➢ AIサーバー向けは引き続き需要が強くなっていることから、生産水準は前期と比べて高く、足下で

は高水準となっている。【電気機械】 

 

【雇用情勢】緩やかに改善しつつある 

有効求人倍率は、おおむね横ばいで推移している。 

(主なヒアリング結果) 

➢ 慢性的な人手不足と聞いており、特に飲食業ではワンオペで営業している業者も多く、営業時間を短

縮せざるを得ない状況も見受けられる。【公的機関】 

➢ 業種に関わらず求人の手控えが発生しており、特に製造業では、人手不足よりも物価高騰に対する声

の方が多く、採用に踏み切れていない先が多い印象。また、採用したくても求めるような人材がおら

ず採用を見送るケースも見られるなど、この点も含めて採用に慎重さが見受けられる。【公的機関】 

➢ なかなか人が集まりにくい状況に変わりはない。これから生産量が増えていく段階で人が集まらない

ため、残業の増加で対応するしかない。【製造業】 

➢ 中長期でみると、現業作業員の新卒採用において、地元高校生の進学率が高くなっているほか、他県

の大手企業による求人が拡大している影響もあり、計画した採用人数を満たせていない。【製造業】 

 2 20



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.本調査結果に関する問い合わせは下記にお願いします。 

財務省東海財務局 岐阜財務事務所 財務課 

TEL (058)247-4112 (ダイヤルイン) 

 

2.本調査結果の概要は下記ホームページでもご覧頂けます。 

https://lfb.mof.go.jp/tokai/gifu.htm 
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項
目

前
回
（

8
年

1
月
判
断
）

今
回
（
8
年
4
月
判
断
）

前
回
比
較

個
人
消
費

持
ち
直
し
て
い
る

持
ち
直
し
て
い
る

【
令
和

5
年

1
0
月
判
断
以
来
、
1
1
期
連
続
で
同
じ
判
断
】

生
産
活
動

緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ
る

緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ
る

【
令
和

6
年

1
0
月
判
断
以
来
、
7
期
連
続
で
同
じ
判
断
】

雇
用
情
勢

緩
や
か
に
改
善
し
つ
つ
あ
る

緩
や
か
に
改
善
し
つ
つ
あ
る

【
令
和

4
年

1
0
月
判
断
以
来
、
1
5
期
連
続
で
同
じ
判
断
】

〔
先
行
き
〕

先
行
き
に
つ
い
て
は
、
雇
用
・所
得
環
境
が
改
善
す
る
下
で
、
各
種
政
策
の
効
果
も
あ
っ
て
、
緩
や
か
に
回
復
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
も
の
の
、
中

東
情
勢
や
金
融
資
本
市
場
の
変
動
等
の
影
響
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

項
目

前
回
（

8
年

1
月
判
断
）

今
回
（
8
年
4
月
判
断
）

前
回
比
較

総
括
判
断
の
要
点

総
括
判
断

緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ
る

緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ
る

【
令
和

6
年

1
0
月
判
断
以
来
、
7
期
連
続
で
同
じ
判
断
】

個
人
消
費
は
、
持
ち
直
し
て
い
る
。
生

産
活
動
は
、
緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ

る
。
雇
用
情
勢
は
、
緩
や
か
に
改
善
し

つ
つ
あ
る
。

※
8
年

4
月
判
断
は
、
前
回

8
年

1
月
判
断
以
降
、
足
下
の
状
況
ま
で
を
含
め
た
期
間
で
判
断
し
て
い
る
。

※
掲
載
し
た
経
済
指
標
等
に
つ
い
て
は
速
報
値
を
含
む

1

1
.岐
阜
県
内
の
経
済
情
勢
（
令
和
8
年
4
月
判
断
）
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前
回
（

8
年

1
月
判
断
）

今
回
（

8
年

4
月
判
断
）

前
回

比
較

総
括
判
断

緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ
る

緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ
る

個
人
消
費

持
ち
直
し
て
い
る

持
ち
直
し
て
い
る

（
百
貨
店
・ス
ー
パ
ー
）

緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ
る
。

緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ
る
。

（
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
）

緩
や
か
に
持
ち
直
し
つ
つ
あ
る
。

緩
や
か
に
持
ち
直
し
つ
つ
あ
る
。

（
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
）

堅
調
と
な
っ
て
い
る
。

堅
調
と
な
っ
て
い
る
。

（
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
）

一
進
一
退
の
状
況
に
あ
る
。

一
進
一
退
の
状
況
に
あ
る
。

（
家
電
）

持
ち
直
し
て
い
る
。

緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ
る
。

（
乗
用
車
）

一
進
一
退
の
状
況
に
あ
る
。

一
進
一
退
の
状
況
に
あ
る
。

生
産
活
動

緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ
る

緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ
る

（
汎
用
機
械
等
）

弱
い
動
き
と
な
っ
て
い
る
。

弱
い
動
き
と
な
っ
て
い
る
。

（
輸
送
機
械
）

緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
。

緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
。

（
電
気
機
械
）

緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ
る
。

緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
。

（
金
属
製
品
）

緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ
る
。

緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ
る
。

（
窯
業
・土
石
）

弱
い
動
き
と
な
っ
て
い
る
。

弱
い
動
き
と
な
っ
て
い
る
。

（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
）

持
ち
直
し
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

持
ち
直
し
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

雇
用
情
勢

緩
や
か
に
改
善
し
つ
つ
あ
る

緩
や
か
に
改
善
し
つ
つ
あ
る

（
有
効
求
人
倍
率
）

お
お
む
ね
横
ば
い
で
推
移
し
て
い
る
。

お
お
む
ね
横
ば
い
で
推
移
し
て
い
る
。

【
前
回
と
の
比
較
（
個
人
消
費
、
生
産
活
動
、
雇
用
情
勢
）
】

1
.岐
阜
県
内
の
経
済
情
勢
（
令
和
8
年
4
月
判
断
）

2
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前
回
（

8
年

1
月
判
断
）

今
回
（

8
年

4
月
判
断
）

前
回

比
較

設
備
投
資

7
年
度
は
減
少
見
込
み

7
年
度
は
減
少
見
込
み

企
業
収
益

7
年
度
は
減
益
見
込
み

7
年
度
は
減
益
見
込
み

企
業
の
景
況
感

全
産
業
の
現
状
判
断
（

7
年

1
0
-1

2
月
期
）
は

「
下
降
」
超

全
産
業
の
現
状
判
断
（

8
年

1
-3
月
期
）
は

「
下
降
」
超

住
宅
建
設

前
年
を
下
回
っ
て
い
る

前
年
を
上
回
っ
て
い
る

公
共
事
業

前
年
を
下
回
っ
て
い
る

前
年
を
下
回
っ
て
い
る

企
業
倒
産

件
数
は
前
年
を
上
回
っ
て
い
る

件
数
は
前
年
を
上
回
っ
て
い
る

【
前
回
と
の
比
較
（
設
備
投
資
、
企
業
収
益
等
）
】

1
.岐
阜
県
内
の
経
済
情
勢
（
令
和
8
年
4
月
判
断
）

3
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➢
引
き
続
き
、
割
安
な

P
B
商
品
の
販
売
が
堅
調
な
一
方
で
、
高

単
価
商
品
も
選
ば
れ
る
傾
向
に
あ
る
な
ど
、
節
約
志
向
に
あ
る

中
で
、
消
費
者
は
濃
淡
を
つ
け
て
購
入
商
品
を
選
択
し
て
お
り
、

メ
リ
ハ
リ
消
費
が
継
続
し
て
い
る
。

  
【ス
ー
パ
ー
】

➢
2
月
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
調
剤
部
門

等
の
売
上
げ
が
増
加
し
た
ほ
か
、
中
旬
以
降
に
は
気
温
が
上

が
っ
た
こ
と
で
外
出
機
会
が
増
え
た
た
め
か
、
日
焼
け
止
め
や
リ
ッ

プ
ク
リ
ー
ム
な
ど
の
売
上
げ
も
増
加
し
た
。
  

【ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
】

➢
2
月
中
旬
以
降
に
気
温
が
暖
か
くな
っ
て
き
た
こ
と
で
、
園
芸
用

品
が
好
調
と
な
っ
た
一
方
、
灯
油
な
ど
冬
物
の
季
節
商
品
が
低

調
と
な
っ
た
ほ
か
、
D

IY
用
品
も
前
年
を
下
回
る
な
ど
、
全
体
的

に
厳
し
い
状
況
。

  
  

  
  

  
 
【
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
】

➢
客
数
が
順
調
に
伸
長
し
た
こ
と
に
加
え
、
2
0
2
7
年
の
省
エ
ネ
基

準
改
正
の
影
響
に
よ
り
、
エ
ア
コ
ン
の
販
売
が
好
調
だ
っ
た
こ
と
等

か
ら
、
売
上
高
は
前
年
実
績
を
上
回
っ
て
い
る
。

【家
電
大
型
専
門
店
】 4

2
.個
人
消
費

～
持
ち
直
し
て
い
る
～

▲
2
0

▲
1
00

1
0

2
0

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

R
6

R
7

R
8

（
％
）

百
貨
店
・
ス
ー
パ
ー
販
売
額
（
前
年
同
月
比
）

岐
阜
県

全
国

▲
2
0

▲
1
00

1
0

2
0

3
0

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

R
6

R
7

R
8

（
％
）

県
内
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
販
売
額
（
前
年
同
月
比
）

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
販
売
額

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
販
売
額

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
販
売
額

家
電
大
型
専
門
店
販
売
額

R
8
年

2
月

 岐
阜
県
（

4
.4
）

全
国
（

2
.5
）

R
8
年

2
月

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（

 1
.5
）

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア

 （
 3

.5
）

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

 
（
▲

1
.5
）

家
電
大
型
専
門
店
（

4
.9
）

▲
3
0

▲
2
0

▲
1
00

1
0

2
0

3
0

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

R
6

R
7

R
8

（
％
）

乗
用
車
販
売
（
登
録
・
届
出
）
台
数
（
前
年
同
月
比
）

岐
阜
県

全
国

•
百
貨
店
・ス
ー
パ
ー
販
売
は
、
緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ
る
。

•
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
販
売
は
、
緩
や
か
に
持
ち
直
し
つ
つ
あ
る
。

•
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
販
売
は
、
堅
調
と
な
っ
て
い
る
。

•
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
販
売
は
、
一
進
一
退
の
状
況
に
あ
る
。

•
家
電
大
型
専
門
店
販
売
は
、
緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ
る
。

•
乗
用
車
販
売
は
、
一
進
一
退
の
状
況
に
あ
る
。

（
資
料
）
経
済
産
業
省
（
注
）
全
店
ベ
ー
ス

  

（
資
料
）
経
済
産
業
省
（
注
）
全
店
ベ
ー
ス

  

（
資
料
）
日
本
自
動
車
販
売
協
会
連
合
会
、
全
国
軽
自
動
車
協
会
連
合
会

R
8
年

2
月

 岐
阜
県
（
▲

2
.9
）

全
  
国
（
▲

7
.4
）
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➢
慢
性
的
な
人
手
不
足
と
聞
い
て
お
り
、
特
に
飲
食
業
で
は
ワ
ン
オ
ペ
で
営
業
し
て
い

る
業
者
も
多
く、
営
業
時
間
を
短
縮
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
も
見
受
け
ら
れ
る
。

【公
的
機
関
】

➢
業
種
に
関
わ
ら
ず
求
人
の
手
控
え
が
発
生
し
て
お
り
、
特
に
製
造
業
で
は
、
人
手

不
足
よ
り
も
物
価
高
騰
に
対
す
る
声
の
方
が
多
く、
採
用
に
踏
み
切
れ
て
い
な
い
先

が
多
い
印
象
。
ま
た
、
採
用
し
た
くて
も
求
め
る
よ
う
な
人
材
が
お
ら
ず
採
用
を
見
送

る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
な
ど
、
こ
の
点
も
含
め
て
採
用
に
慎
重
さ
が
見
受
け
ら
れ
る
。

 【
公
的
機
関
】

➢
な
か
な
か
人
が
集
ま
り
に
くい
状
況
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
生
産
量
が
増
え
て

い
く段
階
で
人
が
集
ま
ら
な
い
た
め
、
残
業
の
増
加
で
対
応
す
る
し
か
な
い
。 【製
造
業
】

➢
中
長
期
で
み
る
と
、
現
業
作
業
員
の
新
卒
採
用
に
お
い
て
、
地
元
高
校
生
の
進
学

率
が
高
くな
っ
て
い
る
ほ
か
、
他
県
の
大
手
企
業
に
よ
る
求
人
が
拡
大
し
て
い
る
影
響

も
あ
り
、
計
画
し
た
採
用
人
数
を
満
た
せ
て
い
な
い
。

【製
造
業
】

5

3
.生
産
活
動

～
緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ
る
～

4
.雇
用
情
勢

～
緩
や
か
に
改
善
し
つ
つ
あ
る
～

1
.0

0

1
.2

0

1
.4

0

1
.6

0

1
.8

0

2
.0

0

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

R
6

R
7

R
8

（
倍
）

有
効
求
人
倍
率
（
季
節
調
整
値
）

岐
阜
県

全
国

R
8
年

2
月

岐
阜
県
（

1
.4

1
）

全
国
（

1
.1

9
）

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

1
3
0

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1

R
6

R
7

R
8

鉱
工
業
生
産
指
数
（
季
節
調
整
値
）

岐
阜
県

全
国

（
令
和

2
年
＝

1
0
0
）

R
8
年

1
月

岐
阜
県

(1
1
5
.8

)
全

国
(1

0
4
.5

)

•
汎
用
・生
産
用
・業
務
用
機
械
は
、
弱
い
動
き
と
な
っ
て
い
る
。

•
輸
送
機
械
は
、
緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
。

•
電
気
機
械
は
、
緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
。

•
金
属
製
品
は
、
緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ
る
。

•
窯
業
・土
石
は
、
弱
い
動
き
と
な
っ
て
い
る
。

•
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
、
持
ち
直
し
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

➢
足
下
の
新
設
住
宅
着
工
戸
数
が
減
少
傾
向
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
住
宅
設
備
メ
ー

カ
ー
向
け
が
低
調
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
先
に
お
い
て
は
、
市
況
が
好
転
す
る
材

料
も
な
く
、
ま
た
足
下
の
金
利
上
昇
に
よ
り
、
消
費
者
の
住
宅
購
入
マ
イ
ン
ド
が
低

下
す
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
。

【汎
用
機
械
等
】

➢
中
東
情
勢
の
影
響
に
よ
り
、
取
引
先
メ
ー
カ
ー
が
減
産
し
た
こ
と
に
伴
い
、
当
社
の

売
上
げ
に
も
影
響
が
出
て
い
る
と
こ
ろ
。
な
お
、
こ
の
先
は
生
産
量
が
増
加
見
通
し

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
も
今
後
の
中
東
情
勢
次
第
と
い
っ
た
と
こ
ろ
。

【輸
送
機
械
】

➢
A
Iサ
ー
バ
ー
向
け
は
引
き
続
き
需
要
が
強
くな
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
生
産
水
準
は

前
期
と
比
べ
て
高
く、
足
下
で
は
高
水
準
と
な
っ
て
い
る
。
  
  

  
  

  
【電
気
機
械
】

•
有
効
求
人
倍
率
は
、
お
お
む
ね
横
ば
い
で
推
移
し
て
い
る
。

（
資
料
）
岐
阜
県
、
経
済
産
業
省

（
資
料
）
厚
生
労
働
省
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1
.本
調
査
結
果
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
下
記
に
お
願
い
し
ま
す
。

財
務
省
東
海
財
務
局

岐
阜
財
務
事
務
所

財
務
課

T
E
L

(0
5
8
)2

4
7
-4

1
1
2
 (
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン

)

2
.本
調
査
結
果
の
概
要
は
下
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
頂
け
ま
す
。

h
tt

p
s:

//
lf
b
.m

o
f.
g
o
.j
p
/t

o
k
a
i/

g
if
u
.h

tm
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・
岐
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県

の

令
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8
年

6
月

岐
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県
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部

 
統

計
課
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ー
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《
利

用
上

の
ご

注
意

》
１

　
表

中
の

記
号

等
　

（
１

）
数

字
の

単
位

未
満

は
原

則
と

し
て

四
捨

五
入

で
す

。
し

た
が

っ
て

、
年

(
四

半
期

)
計

と
月

別
の

合
計

と
は

必
ず

し
も

一
致

し
ま

せ
ん

。

　
（

２
）

表
の

符
号

の
用

法
は

次
の

と
お

り
で

す
。

　
　

　
　

〔
－

〕
該

当
数

値
な

し
　

　
〔

…
〕

不
詳

　
　

〔
＿

〕
速

報
数

値
　

　
〔

Ｏ
〕

単
位

未
満

　
　

〔
Ｂ

〕
不

連
続

　

　
（

３
）

増
減

率
は

、
対

前
年

（
期

、
月

）
に

対
す

る
伸

び
率

を
表

し
ま

す
。

２
　

当
資

料
は

各
機

関
が

公
表

し
た

全
国

、
岐

阜
県

の
主

要
経

済
指

標
を

収
録

し
て

い
ま

す
。

　
　

季
節

調
整

替
え

、
基

準
改

定
、

速
報

の
確

報
化

、
誤

計
数

の
判

明
等

に
よ

り
、

計
数

が
過

去
に

遡
っ

て
訂

正
さ

れ
る

可
能

性
が

あ
り

ま
す

の
で

、
　

　
利

用
の

際
に

は
、

資
料

出
所

等
で

数
値

の
確

認
を

お
願

い
し

ま
す

。

３
　

資
料

の
出

所
等

（
１

）
全

国
　

（
２

）
岐

阜
県

項
　

目
摘

　
要

資
料

出
所

項
　

目
摘

　
要

資
料

出
所

景
気

動
向

指
数

景
気

動
向

指
数

内
閣

府
人

口
、

世
帯

、
社

会
増

減
数

岐
阜

県
人

口
動

態
統

計
調

査
統

計
課

鉱
工

業
指

数
鉱

工
業

生
産

・
出

荷
・

在
庫

指
数

経
済

産
業

省
景

気
動

向
指

数
岐
阜
県
景
気
動
向
指
数

統
計
課

第
３

次
産

業
活

動
指

数
第

３
次

産
業

総
合

経
済

産
業

省
中

小
企

業
景

況
Ｄ

Ｉ
県
内
中
小
企
業
の
景
況
動
向

岐
阜

県
中

小
企

業
団

体
中

央
会

消
費

支
出

家
計

調
査

（
二

人
以

上
の

世
帯

、
名

目
増

減
率

）
総

務
省

鉱
工

業
指

数
岐

阜
県

鉱
工

業
指

数
統

計
課

百
貨

店
・

ス
ー

パ
ー

販
売

額
消

費
支

出

コ
ン

ビ
ニ

エ
ン

ス
ス

ト
ア

販
売

額
消

費
水

準

新
車

販
売

台
数

(
除

く
軽

）
新

車
車

種
別

登
録

台
数

(一
社
)日

本
自
動
車
販
売
協
会
連
合
会

百
貨

店
・

ス
ー

パ
ー

販
売

額
商

業
動

態
統

計
経

済
産

業
省

新
車

販
売

台
数

(
軽

自
動

車
)

軽
自

動
車

新
車

販
売

速
報

(一
社
)全

国
軽
自
動
車
協
会
連
合
会

新
車

販
売

台
数

(
除

く
軽

）
車

種
別

新
車

販
売

台
数

(
一

社
)
日

本
自

動
車

販
売

協
会

連
合

会
岐

阜
支

部

現
金

給
与

総
額

(
平

均
賃

金
)

毎
月

勤
労

統
計

調
査

（
3
0
人

以
上

事
業

所
、

調
査

産
業

計
）

厚
生

労
働

省
新

車
販

売
台

数
(
軽

自
動

車
)

軽
自

動
車

新
車

新
規

車
種

別
・

銘
柄

別
・

都
道

府
県

別
検

査
（

販
売

）
台

数
(一

社
)全

国
軽
自
動
車
協
会
連
合
会

新
設

住
宅

着
工

戸
数

住
宅

着
工

統
計

国
土

交
通

省
現

金
給

与
総

額
(
平

均
賃

金
)

毎
月

勤
労

統
計

地
方

調
査

（
3
0
人

以
上

事
業

所
、

調
査

産
業

計
、

増
減

率
は

指
数

比
較

）
統

計
課

公
共

工
事

請
負

金
額

公
共

工
事

前
払

金
保

証
統

計
東

日
本

建
設

業
保

証
㈱

新
設

住
宅

着
工

戸
数

建
築

着
工

統
計

国
土

交
通

省

機
械

受
注

機
械

受
注

統
計

（
船

舶
・

電
力

を
除

く
民

需
）

内
閣

府
公

共
工

事
請

負
金

額
前

払
金

保
証

取
扱

高
東

日
本

建
設

業
保

証
㈱

岐
阜

支
店

企
業

物
価

指
数

国
内

企
業

物
価

指
数

（
総

平
均

）
日

本
銀

行
着

工
建

築
物

床
面

積
建

築
着

工
統

計
国

土
交

通
省

消
費

者
物

価
指

数
消

費
者

物
価

指
数

総
務

省
消

費
者

物
価

指
数

消
費

者
物

価
指

数
（

岐
阜

市
）

総
務

省

有
効

求
人

倍
率

新
規

求
人

倍
率

一
般

職
業

紹
介

状
況

（
新

規
学

卒
者

を
除

き
パ

ー
ト

タ
イ

ム
を

含
む

）
厚

生
労

働
省

有
効

求
人

倍
率

新
規

求
人

倍
率

完
全

失
業

率
労

働
力

調
査

総
務

省
月

間
有

効
求

職
者

数
月

間
有

効
求

人
数

常
用

雇
用

完
全

失
業

率
労

働
力

調
査

（
モ

デ
ル

推
計

値
）

総
務

省

所
定

外
労

働
時

間
雇

用
保

険
受

給
者

労
働

マ
ト

リ
ッ

ク
ス

岐
阜

労
働

局

企
業

倒
産

件
数

、
負

債
総

額
全

国
企

業
倒

産
状

況
㈱

東
京

商
工

リ
サ

ー
チ

常
用

雇
用

マ
ネ

ー
ス

ト
ッ

ク
(
M
2
)

通
貨

関
連

統
計

日
本

銀
行

所
定

外
労

働
時

間

通
関

実
績

貿
易

統
計

財
務

省
企

業
倒

産
件

数
、

負
債

総
額

岐
阜

県
企

業
倒

産
状

況
㈱

東
京

商
工

リ
サ

ー
チ

岐
阜

支
社

預
金

残
高

、
貸

出
残

高
預

金
・

貸
出

関
連

統
計

（
都

道
府

県
別

預
・

貸
出

金
。

国
内

銀
行

）
日

本
銀

行

毎
月

勤
労

統
計

調
査

（
3
0
人

以
上

事
業

所
、

製
造

業
）

厚
生

労
働

省

毎
月

勤
労

統
計

地
方

調
査

（
3
0
人

以
上

事
業

所
、

製
造

業
）

統
計

課

商
業

動
態

統
計

経
済

産
業

省
総

務
省

「
家

計
調

査
」

（
二

人
以

上
の

世
帯

）
の

岐
阜

市
分

。
名

目
増

減
率

。
消

費
水

準
は

実
質

値
。

総
務

省

岐
阜

労
働

局
一

般
職

業
紹

介
状

況
（

学
卒

を
除

き
パ

ー
ト

を
含

む
）
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1.
全
国

１
．
全
　
国

区
　
分

景
　
況

　
生
　
産

個
人
消
費

鉱
工
業
指
数
(生

産
)

第
３
次
産
業
活
動
指
数

消
費
支
出

百
貨
店
・
ス
ー
パ
ー
販
売
額

　
 ※

季
調
済
指
数
は
対
前
月
・
前
期
比
較

 ※
季
調
済
指
数
は
対
前
月
・
前
期
比
較

(二
人
以
上
の
世
帯
)

百
貨
店
販
売
額

(C
I一

致
)
(D
I一

致
)
 ※

原
指
数
は
対
前
年
同
月
・
前
年
同
期
比
較

 ※
原
指
数
は
対
前
年
同
月
・
前
年
同
期
比
較

　
※
期
末
値

(既
存
店
)

(既
存
店
)

指
数

指
数

季
調
済
指
数

前
月
比

原
指
数

前
年
比

季
調
済
指
数

前
月
比

原
指
数

前
年
比

実
額

増
減
率

増
減
率

増
減
率

増
減
率

増
減
率

単
 位

2年
=1
00

2年
=1
00

％
2年

=1
00

％
2
0
1
9
-
2
0
2
0
年

平
均

=
1
0
0

％
2
0
1
9
-
2
0
2
0
年

平
均

=
1
0
0

％
円

％
％

％
％

％

令
和
5年

11
5.
1

65
.0

10
3.
9

▲
 1
.3

10
1.
2

1.
9

29
3,
99
7

1.
1

4.
6

4.
2

8.
1

9.
3

令
和
6年

11
4.
6

75
.0

10
1.
2

▲
 2
.6

10
2.
5

1.
3

30
0,
24
3

2.
1

3.
6

3.
4

6.
3

6.
7

令
和
7年

11
5.
4

35
.0

10
0.
9

▲
 0
.3

10
4.
6

2.
0

31
4,
00
1

4.
6

2.
8

1.
5

▲
 1
.8

▲
 1
.5

 

(令
和
7年

)
1～

 3
月

11
6.
2

35
.0

10
1.
8

0.
0

10
0.
6

0.
7

10
4.
0

1.
3

10
4.
3

1.
7

31
1,
75
5

5.
3

3.
1

2.
0

▲
 0
.4

0.
1

4～
 6
月

11
5.
7

50
.0

10
1.
3

▲
 0
.5

99
.0

0.
0

10
4.
7

0.
7

10
2.
6

2.
5

31
2,
40
7

6.
0

1.
8

0.
6

▲
 6
.8

▲
 6
.5

7～
 9
月

11
4.
7

40
.0

10
0.
2

▲
 1
.1

10
0.
2

▲
 0
.7

10
5.
0

0.
3

10
4.
9

2.
0

30
7,
62
9

5.
3

2.
7

1.
4

▲
 1
.4

▲
 1
.1

10
～
 1
2月

11
5.
1

35
.0

10
0.
5

0.
3

10
3.
8

▲
 1
.0

10
5.
2

0.
2

10
6.
8

2.
2

32
4,
21
2

2.
0

3.
6

1.
9

0.
8

1.
0

(令
和
8年

)
1～

 3
月

11
7.
1

80
.0

10
3.
0

2.
5

10
1.
8

1.
2

10
6.
1

0.
9

10
6.
5

2.
1

31
0,
55
8

▲
 0
.4

2.
2

1.
7

2.
0

2.
7

 

(令
和
7年

)
1月

11
6.
2

40
.0

10
1.
9

0.
9

94
.3

2.
1

10
3.
9

1.
1

99
.5

2.
8

30
5,
52
1

5.
5

4.
8

3.
6

4.
4
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《 主要指標の全国比較 》 参　考

○　鉱工業指数（生産）（原指数、前年同月比、％）
R8年1月 2月 3月 4月 5月

岐阜県 ▲ 0.9 9.8 0.5 － －
(    0.5) (    10.9) (  ▲8.9)

全　国 0.7 0.4 2.4 2.3 －
(    4.3) (  ▲2.0) (  ▲0.4) (    0.8)

（　）は季節調整済指数の前月比。

○　百貨店・スーパー販売額（既存店ベース、前年同月比、％）
R8年1月 2月 3月 4月 5月

岐阜県 1.8 1.4 ▲ 0.4 ▲ 1.2 －
(    3.0) (    2.6) (    1.5) (    0.5)

全　国 2.6 1.4 1.1 2.0 －
(    3.1) (    2.1) (    1.5) (    2.4)

（　）は全店舗ベース。

○　新車販売台数（軽を除く、前年同月比、％）
R8年1月 2月 3月 4月 5月

岐阜県 2.3 ▲ 1.3 ▲ 10.4 16.3 －
全　国 ▲ 4.2 ▲ 7.3 ▲ 7.3 17.6 5.6

出所：日本自動車販売協会連合会

○　新設住宅着工戸数（前年同月比、％）
R8年1月 2月 3月 4月 5月

岐阜県 17.5 ▲ 4.2 ▲ 27.0 ▲ 1.3 －
全　国 ▲ 0.4 ▲ 4.9 ▲ 29.3 11.4 －

○　公共工事請負金額（前年同月比、％）
R8年1月 2月 3月 4月 5月

岐阜県 ▲ 4.1 138.4 ▲ 14.5 ▲ 16.4 －
全　国 9.1 23.6 17.5 4.7 －

出所：東日本建設業保証(株)「公共工事前払金保証統計」

○　有効求人倍率（倍）

R8年1月 2月 3月 4月 5月
岐阜県 1.41 1.41 1.39 1.39 －
全　国 1.18 1.19 1.18 1.18 －

○　完全失業率（％）
R8年1月 2月 3月 4月 5月

岐阜県 2.1 2.1 2.1 － －
全　国 2.7 2.6 2.7 2.5 －

岐阜県は四半期のモデル推計値

○　企業倒産件数（前年同月比、％）
R8年1月 2月 3月 4月 5月

岐阜県 270.0 44.4 100.0 100.0 10.0
全　国 5.5 11.3 8.3 6.6 ▲ 8.9

出所：東京商工リサーチ（負債総額１千万円以上）
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求人・求職・求人倍率の状況

区分

（季節調整値）(人)前月比（％） （季節調整値）(人)前月比（％） （季節調整値） 前月比（P） （季節調整値） 前月比（P）

令和７年５月 41,149 28,531 1.44 2.51

８年４月 39,800 0.5 28,556 0.3 1.39 0.00 2.40 -0.11

８年５月 41,353 3.9 28,405 △ 0.5 1.46 0.07 2.82 0.42

雇用失業情勢　　　　有効求人倍率の状況

有効求人数 有効求職者数 有効求人倍率 新規求人倍率

資料出所：岐阜労働局職業安定課
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令和８年度地域別最低賃金額改定の目安について、貴会の調査審議を求める。 
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令和７年度地方最低賃金審議会の審議結果を踏まえた論点と考え方の整理 

令和８年６月23日 

 

１ 令和７年度の地域別最低賃金の審議結果と課題 

  令和７年度の地域別最低賃金については、令和７年９月５日までに全ての地

方最低賃金審議会で答申が出され、全国加重平均で 1,121 円、過去最大 66 円の

引上げとなった。 

令和７年度は、中央最低賃金審議会において、Ａ・Ｂランク 63 円、Ｃランク

64 円と、昭和 53 年度に目安制度が始まって以降、最も高い引上げ額の目安（以

下「目安額」という。）が提示された。また、この目安額を踏まえ、地域ごとに

異なる経済状況等も考慮の上、各地方最低賃金審議会における審議の結果、39

道府県で目安額を上回る答申が出され、うち11県では、目安額を10円以上上回

る高い引上げ額となった。 

また、発効日についても、11 月以降を発効日とする地域が 27 府県に達し、令

和８年１月１日以降を発効日とする地域も６県あった。 

これら令和７年度の地方最低賃金審議会の審議結果を踏まえると、 

 ・目安額を大幅に上回る答申は、近隣県等との競争や最下位回避の意識の下、地

域の実態と乖離した引上げとなったのではないかといった、審議に対する疑義

がメディア等から呈されたこと 

 ・地域ごとに発効日に大きなばらつきが生じ、一時的に地域間格差が拡大するほ

か、年度ごとに発効時期が大幅に変動することで、労使双方の予見可能性が損

なわれるおそれがあること 

 等の課題があったと考えられる。 

そこで、今般、中央最低賃金審議会「目安制度の在り方に関する全員協議会

（以下「全員協議会」という。）」において、令和８年度以降の審議に向けて、主

にこれら２つの事項について課題の整理と対応方針の整理を行うこととした。 

 

２ 近隣県等との過度な競争意識や最下位回避の意識による地域の実態と乖離し

た引上げについての考え方 

（１）課題 

 ○ 最低賃金法（昭和34年法律第137号）第９条第２項において、「地域別最低

賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能

力を考慮して定められなければならない」と規定されており、法定３要素のデ

ータに基づく審議が原則である。また、「中央最低賃金審議会目安制度の在り

方に関する全員協議会報告」（令和５年４月６日）においても、「最低賃金法第

９条第２項の３要素のデータに基づき労使で丁寧に議論を積み重ねて目安を導
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2 

 

くことが非常に重要であり、今後の目安審議においても徹底すべきであること

について合意が得られた」とされたところ。 

 ○ 一方で、令和７年度の地方最低賃金審議会では、近隣県等の答申が出た後で

審議を行うために、審議会日程を後ろ倒しにする動きも一部に見られ、近隣県

等や同じランク内での過度な競争意識や最下位回避の意識の中で、高い引上げ

額となったのではないか、との指摘がある。 

○ また、全員協議会の議論の中では、目安額に大幅な上乗せをする地域が多数

生じる状況が今後も続くのであれば、目安制度の在り方自体を議論する必要が

あるのではないか、との意見もあった一方、これらの審議結果の背景には、目

安を超える最低賃金の引上げが行われた場合の特別な対応として、補助金等に

よる政府の支援が示されたことなど、令和７年度の特殊事情があったのではな

いか、との意見も出された。 

 

（２）対応方針 

○ 令和５年に開催された全員協議会では、「最低賃金法第９条第２項1の３要素

のデータに基づき労使で丁寧に議論を積み重ねて目安を導くことが非常に重要

であり、今後の目安審議においても徹底すべきであること」を確認し、合意が

得られたところであり、今後も、この基本的な考え方に基づいて、中央及び地

方最低賃金審議会で審議を行うべきである。 

○ とりわけ、近隣県等との金額のみの比較だけで当該地域の最低賃金額を決め

ることや、最下位を避けたいという動機から、地域の実態と乖離した引上げ額

を導き出すことは適切でなく、法定３要素のデータを総合的に考慮して地域別

最低賃金額を決定すべきである。 

○ 審議の結果、示された最低賃金額だけを捉えて「高すぎる」「低すぎる」と

の批判が生じることは適当でなく、目安額に大幅な上乗せをするのであれば、

その判断理由を地方最低賃金審議会の公益委員見解等で明らかにすべきであ

る。 

○ なお、令和７年度の審議では、一部で、地方最低賃金審議会の開催を予定

していたものの、審議せずに審議日程を延期する動きも見られたが、これが

仮に他地域の審議結果のみをもって当該地域の最低賃金額を決めたいとの意

向によるものだとすれば、法定３要素のデータに基づく審議という最低賃金

額の決め方そのものへの疑義を生じかねないことに留意が必要である。 

○ また、特に前年度、例年以上に高い引上げを行った場合、翌年度の審議で

は、その影響等を公労使委員間で確認した上で、当該年度の審議を行うべき

 
1 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなけ

ればならない。（最低賃金法第９条第２項） 
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である。 

 ○ 地方最低賃金審議会において、総合指数など様々な指標を活用し、全国にお

ける当該地域の位置づけを踏まえて地域別最低賃金額を決める事例も見られる。

総合指数などの様々な指標を活用することは、地域の法定３要素の状況を勘案

する際の一つの方法だと考えられるが、可能な限り最新のデータを用いて、法

定３要素それぞれのデータを確認すべきである。その上で、他地域との比較を

行う上では、当該地域の日本全体での位置づけを総合的に考慮すべきである。 

○ また、中央最低賃金審議会で用いられた指標のうち、一部について都道府県

別データがなく、地方最低賃金審議会委員が対応に苦慮しているという意見が

あった。厚生労働省は、当該年度の中央最低賃金審議会の審議で用いたデータ

のうち、都道府県別データがないものについて、利用可能な資料やデータの参

考事例等の丁寧な情報提供に努めることとする。 

 

３ 発効日についての考え方 

（１）課題  

○ 金額改正の発効日について、最低賃金法第14条第２項では、「公示の日から

起算して30日を経過した日（公示の日から起算して30日を経過した日後の日

であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日）から」とされ

ている。従前は、多くが「公示日から起算して 30 日を経過した日」から発効

する法定発効であり、指定日発効について議論するケースは少なかった。 

○ 令和７年度は、中央最低賃金審議会の「令和７年度地域別最低賃金額改定の

目安に関する公益委員見解」（令和７年８月４日）に「引上げ額とともに発効

日についても十分に議論を行う」との記載が盛り込まれた。これを踏まえ、

地方最低賃金審議会で、引上げ額だけでなく発効日についても議論が行われ

た結果、特に、中央最低賃金審議会が示した目安額に 10 円以上の上乗せをす

るなど、地域別最低賃金額の大幅な引上げがあった 11 県において、指定日発

効とした結果、発効日が例年に比べ大幅に後ろ倒しされる傾向が見られた。 

〇 令和７年度は指定日発効が急増し、過半数の27府県で11月以降の発効とな

ったほか、10 月１日発効の栃木県から令和８年３月 31 日発効の秋田県まで発

効日に大きなばらつきが生じた。 

 ○ さらに、６県において発効日が令和８年１月以降となったが、これらの県で

は、地方最低賃金審議会において、 

・地域別最低賃金引上げに伴う影響率が他地域と比べて高いこと 

・これまで目安額どおりの引上げが続いてきたことから、令和７年度の大幅引

上げは県内企業にとってインパクトが大きいこと 

などの点について公労使委員間で議論が行われた結果、発効日が例年と比べて
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大幅に後ろ倒しされることとなったものである。 

 ○ 一方で、地域間の発効日の極端なばらつきは、最低賃金制度の全国的な整合

性の観点のほか、一時的に地域間格差が拡大することや、仮に年度ごとに発効

時期が大幅に変わるのであれば、労使双方の予見可能性を損なうおそれがある

ことなどの課題があるものと考えられる。 

 ○ 発効日の在り方については、一部の地方最低賃金審議会から、 

・地方に委ねることなく、法律の中立性、斉一性を踏まえ、中央において責任

をもって結論を導き出すよう要望する 

・中央最低賃金審議会において、発効日の在り方や留意すべき点などについて

考え方を示した上で、地方最低賃金審議会において議論を深めることが適当

である 

・発効日の後ろ倒しを当該地域のみで実施した場合、他地域とのバランスの問

題が生じるため、制度改正を含め、中央最低賃金審議会で議論すべき 

等の意見や要望が出されている。 

○ 全員協議会の議論において、次のような課題意識が示された。 

・地方から、発効日をどのように決めれば良いのか分からないという声が多

く上がっており、一定の目安を示してほしいという意見も聞かれる。地方

最低賃金審議会の委員が考えるべき方向性や考慮要素をある程度明確に示

す必要があるのではないか。 

・発効日の決め方について、地方最低賃金審議会の委員の中に迷いや混乱が

生じているように思う。中央最低賃金審議会として地方最低賃金審議会に

対し、期待していることをメッセージとして改めて示すべきではないか。 

・ 「支払い準備」の解釈が過度に柔軟に広がると発効日の後ろ倒しの歯止めが

きかなくなるため、一定程度定義し、メッセージとして発出する必要があ

るのではないか。 

 

（２）発効日の後ろ倒しの背景と影響の確認 

○ 地域の実情を把握するため、まずは令和７年度の審議において、越年発効と

なった６県を含め発効日が後ろ倒しとなった府県の背景と賃上げへの影響を確

認した。 

（越年発効となった背景） 

○ 越年発効となった背景については、参考資料１のとおり、県により様々で

はあるものの、熊本県を除く５県が、高い引上げ額に言及していた。 

（発効日の後ろ倒しや越年発効の影響（企業や事業所への調査）） 

○ 発効日が越年した県における求人賃金の状況について、ハローワークで受

理したパートタイムの新規求人賃金を用いて確認したところ、３月発効の群
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馬県・秋田県の両県において、令和７年度改定後の地域別最低賃金額を下回

る求人の割合（未達求人割合）は、令和７年７月時点では約６割（群馬県：

54.0％、秋田県：66.0％）であったところ、同年12月時点で約４割に減少し、

令和８年１月時点で３割弱、２月時点で約１割となった（参考資料２）。 

同じ企業を対象に継続して調査したものではないことに留意が必要である

が、本データを令和７年７月の未達求人割合に対する各月の未達求人割合の

比率で見ると、群馬県（令和８年３月１日発効）の場合、令和７年 12 月で約

７割（70.7％）、令和８年１月で５割、令和８年２月で１割弱（8.3％）に、秋

田県（令和８年３月 31 日発効）の場合、令和７年 12 月で６割強（62.6％）、

令和８年１月で約４割（40.6％）、令和８年２月で３割弱（28.9％）、令和８年

３月に５％台（5.6％）となった。なお、本データはハローワークで受理した

新規求人賃金に関するものであり、求人を出した企業が自社従業員の最低賃

金近傍労働者の賃上げを行った時期を表したものではないことに留意する必

要がある。 

○ 発効日が例年より後ろ倒しされたことの中小企業への影響に関して、独立行

政法人労働政策研究・研修機構の調査を用いた厚生労働省の集計によると、

必ずしも地域別最低賃金額の改定による賃上げではない点に留意が必要2 だが、

令和７年度の地域別最低賃金の発効日が例年より後ろ倒しされ令和７年 11 月

から令和８年３月までの間であった 27 府県に本社のある中小企業のうち、約

８割の企業が「賃金の引上げ時期に影響はない」と回答した一方、約２割の

企業は「引上げ時期を遅らせた（遅らせる予定である）」と回答し、その割合

は発効日が遅いほど高くなった。また、発効日が後ろ倒しされたことによる

企業経営等への様々な影響について、約８割の企業が「特に影響はない」と

回答した一方、約１割の企業は「賃金引上げに向けて準備期間が確保できた」

と回答し、同じくその割合は発効日が遅いほど高くなった。（参考資料３） 

○ さらに、令和７年度の地域別最低賃金の発効日が令和８年１月から３月まで

の間であった６県の労働局において、地域別最低賃金の引上げの影響率が高

い６業種3 の中小企業・小規模事業者に対し、発効日が後ろ倒しになったこと

による賃上げ時期への影響や、その受止め等についてヒアリングを行った。

発効日の後ろ倒しを踏まえて賃上げ時期を遅らせたか否かについては、いず

れの県でも、「例年より遅らせた」とする事業者もいれば「例年どおり」とす

る事業者もいた。「遅らせた」事業者の理由として、「賃上げ原資の確保」等

 
2 発効日が例年より後ろ倒しされたことの労働者への影響に関する厚生労働省の委託調査についても同様の点に留意が

必要 
3 ①製造業②運輸業・郵便業③卸売業・小売業④宿泊業・飲食サービス業⑤生活関連サービス業・娯楽業⑥サービス業

（他に分類されないもの） 
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の準備期間のほか、「例年、最低賃金の発効時期に合わせている」との回答も

多くあった。一方、「例年どおり」とする事業者の中には、「毎年決まった時

期に賃上げを行うこととしている」との回答が多く、他に、「10 月発効の他県

の支社と合わせて賃上げを行った（福島県、飲食業等）」、「四国４県に支社が

あるので、一番早いところに合わせて賃上げしている（徳島県、運輸業）」、

「（賃上げ時期に期限のある）県の補助金を利用するため（群馬県、製造業）」、

「これまでと同じ時期に賃上げがあるという労働者の期待があった（福島県、

運輸業）」などの回答があった。また、発効時期が例年より後ろ倒しされたこ

との受止めとして、「賃上げ原資の確保などの準備期間を確保することができ

た（熊本、生活関連サービス業）」、「人件費を削減できてありがたい（群馬、

小売業等）」などの意見がある一方で、「３月末まで遅らせる必要はなく、10

月末や11月初旬であれば準備は整う（秋田、飲食業）」、「他県から大幅に遅れ

るのは問題。地域内の事業所が足並みをそろえて賃上げできるようにした方

が良い（徳島県、サービス業）」などの意見があった。（参考資料４） 

（発効日の後ろ倒しや越年発効の影響（労働者への調査）） 

○ 他方、発効日が例年より後ろ倒しされたことの労働者への影響に関して、厚

生労働省の委託調査によれば、令和７年度の地域別最低賃金の発効日が令和８

年１月から３月までの間であった６県に主な仕事の勤務先がある最賃近傍雇用

者（ここでは、時間当たり賃金が勤務地の地域別最低賃金の1.1倍未満の非正

規雇用労働者で１年以上勤務している者を指す。）のうち、約４割の労働者が

「例年と変わらない時期に時間あたりの賃金の上昇があった」と回答した一方、

３割台半ばの労働者が「遅れた」と回答した。また、地域別最低賃金の引上げ

時期が遅れたことによる影響について、６割台半ばの労働者が「特に影響はな

かった」と回答した一方、約２割の労働者が「時間あたり賃金が上昇する時期

が遅れたため、仕事に対するモチベーションが下がった」、約１割の労働者が

「時間あたり賃金が上昇する時期が遅れたため、家計に悪影響が生じた」と回

答した。（参考資料５） 

○ また、同調査において、過去１年間で時間当たり賃金が上昇した最賃近傍雇

用者について、賃金が上昇した時期を確認したところ、「わからない」を除い

て、「2025年 10 月」が３割台半ばと最も多く、「2026年４月」が1割台半ばと

次いで多かった。これを令和７（2025）年度の地域別最低賃金の発効日別にみ

ると、令和８（2026）年１月に発効した４県に勤務地のある者では「2026年１

月」が４割弱と最も多く、令和８年３月に発効した２県に勤務地がある者では

「2026 年４月」が約３割と最も多く、「2026 年３月」が３割弱と次いで多くな

った。（参考資料６） 
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（３）全員協議会における議論    

○ 発効日は、法的強制力を伴う地域別最低賃金の実効性を確実に担保する観点

から、発効の時点を規定する最低賃金法第 14 条第２項に「公示の日から起算

して30日を経過した日（公示の日から起算して30日を経過した日後の日であ

つて当該決定において別に定める日があるときは、その日）」とされている。 

○ こうした中で、望ましい発効日の時期や地方最低賃金審議会での審議におけ

る考慮要素等に関しては、未組織労働者にも春闘における賃上げ結果を速やか

に波及させるという地域別最低賃金の改定の趣旨を踏まえると、引上げ額と引

き換えに発効日が後ろ倒しされるのは本末転倒であり、早期発効が重要である

という意見があった。また、法定発効が基本であり、指定日発効は特別な理由

がある場合に限り公労使で十分に議論した上で決定することを明確にすべきと

いう意見があった。さらに、就業調整の問題など他制度の課題を最低賃金法の

枠組みの中に持ち込むことは、最低賃金法の本来の趣旨を歪めるおそれもある

ため、できる限り最低賃金法の目的に即して運用することが望ましいとの意見

があった。 

○ 他方で、特に令和７年度においては、事業者の予想を大きく上回る高い引上

げ幅となった地域もある中で、発効日が後ろ倒しされたことは、企業にとって、

賃金原資の確保、給与規程の見直し、就業調整の抑制等の観点から一定の意義

があったと考えられるという意見があった。また、発効日のばらつき自体が直

ちに問題なのではなく、決定理由についての議論と説明が不十分だった点に課

題があり、引上げ額と同程度の重みをもって発効日についても議論を尽くし、

その理由を対外的に丁寧に説明することで納得性を高めることが重要であると

いう意見があった。さらに、地方最低賃金審議会で発効日について議論された

ことは大きな進展だが、年度ごとに発効日が大幅に変動すると、労使ともに予

見可能性を欠くとともに、年度によっては次の発効日までの期間が短くなるこ

とによるデメリットについても踏まえるべきであるという意見もあった。 

○ さらに、引上げ額と発効日の関係について、次の意見があった。 

・地方最低賃金審議会の審議では、金額と発効日を分けて議論するプロセスを

踏むべきである。最低賃金法上も、地域別最低賃金額の決定原則（第９条第

２項）と発効時期の規定（第14条第２項）が明確に分けられている。 

・中央最低賃金審議会の「令和７年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公

益委員見解」（令和７年８月４日）で「引上げ額とともに発効日についても

十分に議論を行う」と示した趣旨は、発効日を交渉材料にして良いというこ

とではなく、引上げ額についてしっかり議論し、引上げを着実に実行できる

発効日を地方最低賃金審議会の公労使委員間であわせて議論して決めてほし

いという趣旨である。 
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・発効日の設定次第で、額では最下位を回避しつつ、企業側の準備期間を確保

するなど、発効日がいわば「交渉材料」として扱われている。発効日が後ろ

倒しされることで、名目の引上げ額と実際の引上げ効果との乖離が生じる状

況となることは共通の認識とすべきである。物価上昇局面で発効日が遅れる

と、実質的な引上げ効果は更に低くなる。 

 

（４）対応方針 

○ 公労使委員それぞれが、発効日が引上げ額との間で「交渉材料」となって

いることへの課題意識や、地方最低賃金審議会における公労使委員間の建設

的な議論につながる基盤や指針を示すべきではないかとの認識を示した。そ

こで、議論を踏まえて、発効日の在り方について、次の基本的考えを確認し

た。 

・発効日は、法的強制力を伴う地域別最低賃金の実効性を確実に担保する観点

から、発効の時点を規定する最低賃金法第14条第２項に「公示の日から起

算して30日を経過した日（公示の日から起算して30日を経過した日後の日

であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日）」とされて

おり、指定日発効4とする場合は、その必要性について広く理解を得られる

かなどの観点から、各地方最低賃金審議会の公労使委員間で、十分に議論し

て決定すること。 

・発効日について、大幅な引上げ額を確保するための過度な交渉材料とするべ

きではない。発効日に関する主な考慮要素として、全員協議会で示された課

題、労働者の生活や企業経営に与える影響、例えば災害など様々な地域の事

情について、公労使委員間で十分に議論した上で、発効日について判断する

こと。特に企業の支払いのための準備期間を主な理由として指定日発効とす

る場合、企業が賃金原資の確保や給与規程の見直し等に要する具体的な期間

について、公労使委員間で十分に議論を行うこと。また、指定日発効とする

場合には、その判断理由を地方最低賃金審議会の公益委員見解等で、できる

限り明らかに示した上で決定すべきこと。 

  ・指定日発効とした地方最低賃金審議会においては、その影響等を把握した上

で、翌年度の審議を行うべきであること。 

 

４ その他 

その他、ランク区分の見直しや、ＥＵ指令についての考え方に関して、委員か

ら以下のような意見が出された。 

 

 
4 曜日の都合等により１日～数日程度ずらすようなケースは除く。 
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（１）ランク区分の見直し 

 ○ 今後の議論に向けて次のような意見が出されたが、一定の時間をかけて議論

を尽くす必要があるとされた。 

・現在のランク区分は、額差の幅が大きいＢランクと、ほとんど幅のないＣラ

ンクという構造になっており、目安の示し方として、現在のＡＢＣ区分が妥

当なのか改めて検討の余地がある。次の見直しでは、現在のＡＢＣ区分を前

提とした入替えにとどまらず、ランク制度のフレームそのものの在り方につ

いて幅広く検討する必要がある。 

・ランク区分そのものが、地域間格差を生む一つの要因になっている側面が

ある。次の見直しでは、どのような指標や考え方に基づいてランクを区分

するか、その手法自体についても検証する必要がある。 

 

（２）ＥＵ指令についての考え方 

 ○ 今後の議論に向けて次のような意見が出されたが、一定の時間をかけて議論

を尽くす必要があるとされた。 

・ＥＵ指令で示された賃金の中央値の 60％や平均値の 50％等の水準について

議論する際は、均等待遇の見地から、所定内給与だけでなく特別給与も加

味して見る必要がある。 

・物価や賃金が大きく変動する時代における合理性のある最低賃金の水準に

ついて、労働者の生計費や通常の事業の賃金支払能力の観点から、名目上

の水準値がどれほど実質的な意味を持つのかについて、今後の議論の中で

意識する必要がある。 

・日本と諸外国の賃金制度の違いや、ＯＥＣＤによる国際比較において各国

のデータに含まれる賃金の範囲等を精査した上で議論を尽くす必要がある。 

 

５ 今後の取組について 

 ○ 中央最低賃金審議会は地方最低賃金審議会に対し、令和８年度以降、２及び

３の考え方を踏まえた審議を行うことを要望する。 

 ○ ４（１）及び（２）について、全員協議会で引き続き議論を行うことで合意

した。 
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発
効
日
を
令
和
８
年
１
月
１
日
以
降
に
指
定
し
た
県
の
根
拠

発
効
日
指
定
の
根
拠

都
道
府
県
名

・
令
和
７
年
度
の
引
上
げ
額
は
県
内
企
業
に
と
っ
て
予
想
を
大
き
く
上
回
る
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
最
賃
引
上
げ
の
影
響
率

は
全
国
で
も
高
い
水
準
に
あ
り

(令
和
６
年
度
全
国
３
位

)、
令
和
７
年
度
の
引
上
げ
で
更
に
影
響
率
が
高
ま
る
こ
と
が
想
定
。

・
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
企
業
の
準
備
期
間
を
十
分
に
確
保
す
る
必
要
性
が
他
県
と
比
較
し
て
も
高
く
、
制
度
上
可
能
な

最
大
限
の
準
備
期
間
を
確
保
。

秋
田
県

（
令
和
８
年
３
月

31
日
）

【
1,

03
1円
、

＋
16
円
（
＋

8.
4％
）
】

（
参
考
）
影
響
率
：

29
.3
％

・
こ
れ
ま
で
目
安
を
大
幅
に
超
え
る
改
定
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
受
け
、
企
業
の
準
備
期
間
を
十
分
確
保
す
る
必
要

性
が
あ
る
一
方
、
企
業
に
お
け
る
給
料
の
締
め
日
の
状
況
や
「
１
日
」
と
い
う
県
民
へ
の
分
か
り
や
す
さ
の
観
点
を
踏
ま
え

て
、
最
大
限
の
準
備
期
間
を
確
保
。

群
馬
県

（
令
和
８
年
３
月
１
日
）

【
1,

06
3円
、

＋
15
円
（
＋

7.
9％
）
】

（
参
考
）
影
響
率
：

18
.5
％

・
過
去
に
例
を
見
な
い
大
幅
な
引
上
げ
で
あ
る
こ
と
、
官
公
需
を
含
め
た
価
格
転
嫁
な
ど
の
見
直
し
が
必
要
に
な
る
こ
と
、

年
内
発
効
と
し
た
場
合
、

11
～

12
月
に
「
年
収
の
壁
」
を
超
え
な
い
た
め
の
働
き
控
え
が
生
じ
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
１

月
１
日
発
効
と
し
た
も
の
。

福
島
県

（
令
和
８
年

1月
1日
）

【
1,

03
3円

＋
15
円
（
＋

8.
2％
）
】

（
参
考
）
影
響
率
：

21
.9
％

・
２
年
間
で

15
0円
と
い
う
全
国
で
も
例
の
な
い
大
幅
引
上
げ
と
な
る
た
め
、
十
分
な
準
備
期
間
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
、
年
内
発
効
と
し
た
場
合
、

11
～

12
月
に
「
年
収
の
壁
」
を
超
え
な
い
た
め
の
働
き
控
え
が
生
じ
か
ね
な
い
こ
と
か

ら
、
１
月
１
日
発
効
と
し
た
も
の
。

徳
島
県

（
令
和
８
年
１
月
１
日
）

【
1,

04
6円

＋
３
円
（
＋

6.
7％
）
】

（
参
考
）
影
響
率
：

27
.4
％

・
８
月
1
0
日
か
ら
の
大
雨
で
県
内
に
大
き
な
被
害
が
生
じ
た
た
め
、
使
側
は
復
旧
に
時
間
を
要
す
る
と
し
て
令
和
７
年
度

は
例
年
よ
り
も
指
定
日
発
効
を
強
く
要
望
し
た
。
労
側
は
当
初
、
最
賃
と
今
回
の
大
雨
被
害
は
別
の
問
題
と
し
て
早
期
発
効

を
求
め
た
も
の
の
、
被
害
状
況
を
踏
ま
え
て
令
和
７
年
度
に
限
っ
た
特
殊
事
情
と
し
て
最
終
的
に
同
意
し
、
答
申
時
期
も
考

慮
し
て
発
効
日
を
1
月
1
日
と
す
る
こ
と
で
労
使
が
合
意
。

熊
本
県

（
令
和
８
年
１
月
１
日
）

【
1,

03
4円
、

＋
18
円
（
＋

8.
6％
）
】

（
参
考
）
影
響
率
：

21
.6
％

・
令
和
７
年
度
の
引
上
げ
額
は
県
内
企
業
に
と
っ
て
予
想
を
大
き
く
上
回
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
最
賃
引
上
げ
の
影
響
も
令

和
６
年
度
時
点
で

27
.6
％
と
高
い
水
準
で
あ
っ
た
が
、
令
和
７
年
度
の
引
上
げ
で
更
に
高
ま
る
こ
と
、
年
内
発
効
と
し
た
場

合
、

11
～

12
月
に
「
年
収
の
壁
」
を
超
え
な
い
た
め
の
働
き
控
え
が
生
じ
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
１
月
１
日
発
効
と
し
た

も
の
。

大
分
県

（
令
和
８
年
１
月
１
日
）

【
1,

03
5円
、

＋
17
円
（
＋

8.
5％
）
】

（
参
考
）
影
響
率
：

27
.6
％

（
注
）
影
響
率
は
、
「
令
和
６
年
最
低
賃
金
に
関
す
る
基
礎
調
査
」
に
よ
る
も
の
で
、
令
和
６
年
度
の
各
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
で
使
用
さ
れ
た
調
査
結
果
か
ら
算
出
し
た
数
値
（
全
国
平
均

23
.2
％
）
。
事
業
所

規
模

30
人
未
満
（
製
造
業
等
は

10
0人
未
満
）
が
調
査
対
象
。

参
考
資
料
１

1
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1.
3% 0.

8%

0.
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1%
0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

2023年7月

8月

9月

10月

2024年7月

8月

9月

10月

2025年7月

8月

9月

10月

11月

12月

2026年1月

2月

3月

発効日が10～1月

発効日が3月

発効日が10～1月

発効日が3月

発効日が10～1月

発効日が3月

発効日が10～1月

発効日が3月

未
達
求
人
割
合
（
全
国
）
の
推
移

２
発
効
日
に
つ
い
て

引
上
げ
後
の
最
低
賃
金
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
求
人
の
割
合

（
2

0
2

5
年
７
月
～

2
6
年
３
月
、
新
規
求
人
、
一
般
パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
全
国
平
均
）

○
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
受
理
し
た
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
求
人
賃
金
を
用
い
て
、
引
上
げ
後
の
最
低
賃
金
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
求
人
の
割
合
（
以
下
、
「
未
達
求
人
割

合
」
と
い
う
。
）
を
特
別
集
計
し
た
。
最
低
賃
金
と
の
比
較
に
用
い
る
求
人
賃
金
は
、
各
求
人
に
記
載
さ
れ
た
「
支
給
額
（
基
本
給
＋
定
額
的
に
支
払
わ
れ
る

手
当
）
」
に
お
け
る
「
下
限
額
」
を
用
い
た
。

〇
令
和
７
年
度
の
全
国
平
均
の
未
達
求
人
割
合
は
、

20
25
年
７
月
は

52
.1
％
、
８
月
は

47
.9
％
、
９
月
は

27
.5
％
、

10
月
は

8.
5％
、

11
月
は

3.
6％
、

12
月
は

1.
3％
、

20
26
年
１
月
は

0.
8％
、
２
月
は

0.
4％
、
３
月
は

0.
1％
と
な
っ
て
い
る
。
発
効
日
が
３
月
の
２
県
の
未
達
求
人
割
合
に
つ
い
て
み
る
と
、

20
25
年

12
月
は

39
.2
％
（
発
効
日
が

10
～
１
月
の

45
都
道
府
県
で
は

0.
4％
）
、

20
26
年
１
月
は

26
.9
％
（
同

0.
1％
）
、
２
月
は

10
.2
％
（
同

0.
1％
）
、
３
月
は

1.
4％

（
同

0.
0％
）
と
な
っ
て
い
る
。

※
既
に
引
上
げ
後
の
最
低
賃
金
が
発
効
し
て
い
る
都
道
府
県
で
あ
っ
て
も
、
月
の
後
半
に
発
効
す
る
場
合
や
夜
間
の
守
衛
な
ど
断
続
的
労
働
に
関
す
る
減
額
特
例
の
ケ
ー
ス

も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
割
合
が
０
％
に
な
っ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
に
留
意
。

支
給
額
（
下
限
額
）

が
引
上
げ
後
の
最
低

賃
金
を
下
回
る
こ
と

と
な
る
求
人
数

新
規
パ
ー
ト

求
人
数
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全
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）

1
3
5
,5
3
6

3
2
0
,1
0
0
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0

9
月

3
5
1

3
6
1
,1
7
8

1
0
月

1
4
4
,0
3
8

3
2
2
,8
6
6

2
0
2
4
年
7
月
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月
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う
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う
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月
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う
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3
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3
0
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2
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6
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2
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2
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3
0
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5
0

う
ち
発
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1
0
月
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１
月

8
1
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う
ち
発
効
日
3
月

2
6
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3
0
6
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4

2
0
2
6
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3
月

1
4
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9
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う
ち
発
効
日
1
0
月
～
１
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1
1
7
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9
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う
ち
発
効
日
3
月

2
0
2
6
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1
月
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内
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2
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2
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2
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内
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2
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2
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1
2
月
の

内
訳

2
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2
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3
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の

内
訳 ２
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２
発
効
日
に
つ
い
て

20
25
年
度
の
地
域
別
最
低
賃
金
の
発
効
日
が
例
年
よ
り
遅
く
な
っ
た
こ
と
の
中
小
企
業
へ
の
影
響

〇
20

25
年
度
の
地
域
別
最
低
賃
金
の
発
効
日
が
例
年
よ
り
遅
く

11
月
か
ら
翌
３
月
ま
で
の
間
で
あ
っ
た

27
府
県
に
本
社
の
あ
る
企
業
の
う
ち
、

「
発
効
日
の
遅
れ
に
伴
い
賃
金
の
引
上
げ
時
期
を
遅
ら
せ
た
（
ま
た
は
遅
ら
せ
る
予
定
で
あ
る
）
」
と
回
答
し
た
企
業
の
割
合
は
約
２
割
で
あ
り
、

そ
の
割
合
は
、
発
効
日
が
遅
い
ほ
ど
高
い
。

〇
発
効
日
が
遅
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
約
８
割
の
企
業
が
「
特
に
影
響
は
な
い
」
と
回
答
し
た
。
「
影
響
が
あ
っ
た
」
と
回
答

し
た
企
業
は
約
１
割
で
あ
り
、
発
効
日
が
遅
い
ほ
ど
そ
の
割
合
は
高
い
。
何
ら
か
の
影
響
が
あ
っ
た
と
回
答
し
た
企
業
の
中
で
は
、
「
賃
金
引
上

げ
に
向
け
て
準
備
期
間
が
確
保
で
き
た
」
と
回
答
し
た
企
業
が
全
体
の
約
１
割
と
最
も
多
く
、
さ
ら
に
、
発
効
日
が
遅
い
ほ
ど
そ
の
割
合
は
高
い
。

（
資
料
出
所
）
JI
LP
T「
最
低
賃
金
の
引
上
げ
と企

業
行
動
に
関
す
る
調
査
」（
20
25
年
）
の
速
報
値
を
も
とに
、厚

生
労
働
省
労
働
基
準
局
で
作
成
。速

報
値
で
あ
る
た
め
、数

値
が
改
訂
され
る
可
能
性
が
あ
る
。

調
査
対
象
は
従
業
員
規
模
１
人
以
上
30
0人

未
満
の
企
業
。調

査
期
間
は
20
26
年
1月

23
日
～
2月

20
日
（
3月

末
ま
で
に
到
着
した
調
査
票
を
集
計
）
。

（
注
）
集
計
対
象
企
業
（
8,
75
4社

）
の
うち
、本

社
所
在
地
が
、2
02
5年

度
の
地
域
別
最
低
賃
金
の
発
効
日
が
20
25
年
11
月
1日

以
降
で
あ
った
、青

森
、埼

玉
、静

岡
、三

重
、京

都
、奈

良
、和

歌
山
、島

根
、広

島
、福

岡
、

佐
賀
、宮

崎
、鹿

児
島
（
以
上
、1
1月

発
効
）
、岩

手
、山

形
、山

梨
、岡

山
、愛

媛
、高

知
、長

崎
、沖

縄
（
以
上
、1
2月

発
効
）
、福

島
、徳

島
、熊

本
、大

分
（
以
上
、1
月
発
効
）
、秋

田
、群

馬
（
以
上
、3
月
発
効
）

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
企
業
（
4,
46
4社

）
に
つ
い
て
集
計
。「
発
効
日
が
遅
くな
った
こと
に
よ
る
影
響
（
複
数
回
答
）
」（
右
図
）
の
「影
響
が
あ
った
（
計
）
」は
、合

計
か
ら「
特
に
影
響
は
な
い
」と
「無
回
答
」を
控
除
した
も
の
。

な
お
、「
発
効
日
が
遅
くな
った
こと
に
伴
い
賃
金
の
引
上
げ
時
期
が
遅
れ
た
か
」の
「賃
金
の
引
上
げ
時
期
へ
の
影
響
は
な
い
」は
、必

ず
しも
、最

低
賃
金
の
改
定
に
よ
る
賃
上
げ
で
は
な
い
点
に
留
意
が
必
要
。

19
.4

17
.4

21
.1

23
.0

25
.3

76
.8

78
.5

75
.6

73
.7

70
.0

3.
9

4.
1

3.
3

3.
3

4.
7

0%
20
%

40
%

60
%

80
%

10
0%

11
月
以
降
発
効
計

(n
=
4,
46
4)

11
月
発
効

(n
=
2,
28
1)

12
月
発
効

(n
=
1,
14
7)

1月
発
効

(n
=
70
8)

3月
発
効

(n
=
32
8)

発
効
日
が
遅
くな
った
こと
に
伴
い

賃
金
の
引
上
げ
時
期
が
遅
れ
た
か

賃
金
の
引
上
げ
時
期
を
遅
らせ
た

（
遅
らせ
る
予
定
で
あ
る
）

賃
金
の
引
上
げ
時
期

へ
の
影
響
は
な
い

無
回
答

11
.4

9.
2

1.
4

0.
8

0.
2

0.
9

0.
4

81
.8

6.
9

8.
8

6.
9

1.
2

0.
5

0.
1

1.
0

0.
4

84
.0

7.
2

13
.0

10
.8

1.
9

1.
1

0.
2

0.
3

0.
2

80
.7

6.
3

16
.0

13
.4

1.
9

1.
4

0.
4

0.
7

0.
7

77
.8

6.
1

21
.5

18
.1

1.
0

2.
5

0.
5

1.
3

0.
8

71
.7

6.
9

0.
0

10
.0

20
.0

30
.0

40
.0

50
.0

60
.0

70
.0

80
.0

90
.0

影 響 が あ っ た （ 計 ）

地 域 別 最 低 賃 金 改 定 に

伴 う 賃 金 引 上 げ に 向 け て

準 備 期 間 が 確 保 で き た

年 末 の 就 業 調 整 の 発 生 を

抑 制 す る こ と が で き た

助 成 金 の 申 請 手 続 き の

た め の 期 間 が 確 保 で き た

本 社 所 在 県 よ り 発 効 日 が

早 い 他 県 と の 人 材 獲 得

競 争 で 不 利 に な っ た

従 業 員 の 賃 金 引 上 げ 時 期

が 遅 れ 、 従 業 員 の モ チ

ベ ー シ ョ ン が 下 が っ た

そ の 他

特 に 影 響 は な い

無 回 答

発
効
日
が
遅
くな
った
こと
に
よ
る
影
響
（
複
数
回
答
）

11
月
以
降
発
効
計

11
月
発
効

12
月
発
効

1月
発
効

3月
発
効

（
％
）

「影
響
が
あ
った
」の
詳
細

４
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２
発
効
日
に
つ
い
て

都
道
府
県
労
働
局
に
よ
る
中
小
・
小
規
模
事
業
所
へ
の
聞
き
取
り

発
効
日
が
越
年
し
た
６
県
（
秋
田
、
群
馬
、
福
島
、
徳
島
、
熊
本
、
大
分
）
に
お
い
て
、

最
低
賃
金
引
上
げ
の
影
響
率
が
高
い
６
業
種
（
※
）
の
従
業
員
数
概
ね

30
0人
未
満
の
中

小
・
零
細
事
業
者
（
又
は
各
事
業
所
の
人
事
労
務
責
任
者
）
に
対
し
、
発
効
日
が
後
ろ
倒

し
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
賃
上
げ
へ
の
影
響
等
に
つ
い
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
（
１
県
当

た
り

30
～

40
事
業
所
）
。

（
※
）
①
製
造
業
、
②
運
輸
業
・
郵
便
業
、
③
卸
売
業
・
小
売
業
、
④
宿
泊
業
・
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
、

⑤
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
・
娯
楽
業
、
⑥
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

５

参
考
資
料
４
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秋
田
県
（
発
効
日
：
令
和
８
年
３
月

31
日
）

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
事
業
所
）

従
業
員
規
模

20
～

49
人
、

50
～

99
人
の
事
業
所
を
中
心
に
、
約

40
の
事
業
所
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。

（
賃
上
げ
時
期
）

発
効
日
の
後
ろ
倒
し
の
賃
上
げ
時
期
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
賃
上
げ
を
「
例
年
よ
り
遅
ら
せ
た
」
と
す
る
事
業
所
と
「
例
年
ど
お
り
」

と
す
る
事
業
所
が
あ
っ
た
。

「
遅
ら
せ
た
」
と
す
る
事
業
所
の
理
由
と
し
て
、
「
賃
上
げ
原
資
の
確
保
」
等
の
準
備
期
間
の
ほ
か
、
「
例
年
、
最
低
賃
金
の
発
効
時

期
に
合
わ
せ
て
い
る
」
と
の
回
答
も
複
数
あ
っ
た
。

賃
上
げ
時
期
を
遅
ら
せ
た
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
準
備
期
間
の
ほ
か
、
「
約
半
年
分
、
賃
上
げ
分
の
支
払
い
が
な
か
っ
た
こ
と
は
あ
り
が

た
い
（
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
・
娯
楽
業
）
」
、
「
業
績
の
低
迷
を
抑
え
ら
れ
た
（
同
）
」
等
の
意
見
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
価
格
転

嫁
が
す
ぐ
に
で
き
な
い
業
種
な
の
で
、
準
備
期
間
が
長
く
取
れ
て
よ
か
っ
た
（
運
輸
業
）
」
等
の
意
見
も
あ
っ
た
。

一
方
で
、
「
例
年
遅
れ
る
と
、
県
内
で
も
体
力
の
あ
る
企
業
と
そ
う
で
な
い
企
業
に
差
が
生
じ
、
体
力
の
な
い
企
業
は
ま
す
ま
す
採
用

が
厳
し
く
な
る
（
宿
泊
業
）
」
な
ど
、
メ
リ
ッ
ト
と
と
も
に
デ
メ
リ
ッ
ト
を
指
摘
す
る
意
見
も
あ
っ
た
。

「
例
年
ど
お
り
」
と
し
た
事
業
所
は
、
「
毎
年
決
ま
っ
た
時
期
に
賃
上
げ
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
」
と
す
る
答
え
が
多
か
っ
た
。

（
発
効
時
期
が
後
ろ
倒
し
に
な
っ
た
こ
と
の
受
止
め
）

「
引
上
げ
幅
が
大
き
い
た
め
、
（
発
効
日
が
後
ろ
倒
し
に
な
っ
た
こ
と
で
）
対
策
を
取
る
こ
と
が
で
き
た
（
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス

業
）
」
と
す
る
意
見
が
あ
る
一
方
で
、
「
３
月
末
ま
で
遅
ら
せ
る
必
要
は
な
く
、

10
月
末
や

11
月
初
旬
で
あ
れ
ば
準
備
は
整
う
（
飲
食

業
）
」
、
「
令
和
８
年
度
の
発
効
時
期
を
考
え
る
と
、
３
月
末
ま
で
遅
ら
せ
る
必
要
は
な
か
っ
た
（
卸
売
業
・
小
売
業
）
」
と
す
る
意

見
も
あ
っ
た
。

６
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群
馬
県
（
発
効
日
：
令
和
８
年
３
月
１
日
）

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
事
業
所
）

従
業
員
規
模
「
１
～
４
人
」
、
「
５
～
９
人
」
の
事
業
所
を
中
心
に
、
約

50
の
事
業
所
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。

（
賃
上
げ
時
期
）

発
効
日
の
後
ろ
倒
し
の
賃
上
げ
時
期
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
賃
上
げ
を
「
例
年
よ
り
遅
ら
せ
た
」
と
す
る
事
業
所
と
「
例
年
ど
お
り
」

と
す
る
事
業
所
が
あ
っ
た
。

「
遅
ら
せ
た
」
と
す
る
事
業
所
の
理
由
と
し
て
、
「
賃
上
げ
原
資
の
確
保
」
等
の
準
備
期
間
の
ほ
か
、
「
例
年
、
最
低
賃
金
の
発
効
時

期
に
合
わ
せ
て
い
る
」
と
の
回
答
も
複
数
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
遅
ら
せ
た
」
と
す
る
事
業
所
の
中
に
は
、
「
群
馬
県
の
賃
上
げ
補
助
金

を
利
用
す
る
た
め
に
例
年
よ
り
１
か
月
だ
け
遅
ら
せ
た
（
製
造
業
）
」
（
※
）
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。
当
該
事
業
所
は
、
「
県
の
補
助

の
お
か
げ
で
大
幅
な
賃
上
げ
だ
と
い
う
気
持
ち
に
な
ら
ず
対
策
を
練
れ
た
」
と
回
答
。

（
※
）
当
初
、
令
和
７
年

11
月
末
ま
で
に
賃
上
げ
を
行
っ
た
事
業
所
が
対
象
と
な
っ
て
い
た
。

「
例
年
ど
お
り
」
と
し
た
事
業
所
の
中
に
は
、
「
毎
年
決
ま
っ
た
時
期
に
賃
上
げ
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
」
と
す
る
回
答
が
多
く
、

ほ
か
に
、
「
群
馬
県
の
賃
上
げ
補
助
金
を
利
用
す
る
た
め
（
製
造
業
）
」
、
「
早
期
の
賃
上
げ
が
社
員
の
や
る
気
に
つ
な
が
る
（
卸
売

業
・
小
売
業
）
」
な
ど
の
意
見
が
あ
っ
た
。

（
発
効
時
期
が
後
ろ
倒
し
に
な
っ
た
こ
と
の
受
止
め
）

「
人
件
費
を
削
減
で
き
て
あ
り
が
た
い
（
小
売
業
等
）
」
、
「
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
単
価
を
上
げ
る
な
ど
賃
上
げ
原
資
確
保
に
向
け

た
対
応
が
で
き
た
（
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
）
」
、
「
取
引
先
に
よ
っ
て
は
人
件
費
上
昇
分
の
価
格
転
嫁
に
す
ぐ
に
対
応
し
て
も
ら
え

な
い
の
で
、
交
渉
期
間
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
（
製
造
業
）
」
な
ど
の
意
見
が
あ
っ
た
。
一
方
で
、
「
会
社
と
し
て
は
助
か
る
が
、
従
業

員
か
ら
は
不
満
が
出
る
と
感
じ
る
（
卸
売
業
・
小
売
業
）
」
な
ど
の
意
見
が
あ
っ
た
。

７
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福
島
県
（
発
効
日
：
令
和
８
年
１
月
１
日
）

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
事
業
所
）

従
業
員
規
模
「

20
～

49
人
」
、
「

50
～

99
人
」
の
事
業
所
を
中
心
に
、
約

30
の
事
業
所
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。

（
賃
上
げ
時
期
）

発
効
日
の
後
ろ
倒
し
の
賃
上
げ
時
期
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
賃
上
げ
を
「
例
年
よ
り
遅
ら
せ
た
」
と
す
る
事
業
所
と
「
例
年
ど
お
り
」

と
す
る
事
業
所
が
あ
っ
た
。

「
遅
ら
せ
た
」
と
す
る
事
業
所
の
理
由
と
し
て
、
「
例
年
、
最
低
賃
金
の
発
効
時
期
に
合
わ
せ
て
い
る
」
と
の
回
答
が
多
く
あ
っ
た
。

遅
ら
せ
た
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
「
人
件
費
を
抑
制
で
き
た
」
と
す
る
意
見
が
多
く
あ
っ
た
が
、
「

10
月
発
効
の
県
に
も
事
業
所
が
あ
る

た
め
、
会
社
と
し
て
２
度
の
対
応
が
必
要
に
な
っ
た
（
運
輸
業
）
」
こ
と
を
課
題
と
し
て
挙
げ
る
事
業
所
も
あ
っ
た
。

「
例
年
ど
お
り
」
と
し
た
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
「
毎
年
決
ま
っ
た
時
期
に
賃
上
げ
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
」
と
す
る
回
答
が
多

か
っ
た
が
、
ほ
か
に
、
「

10
月
発
効
の
他
県
の
支
社
と
合
わ
せ
て
賃
上
げ
を
行
っ
た
（
飲
食
業
等
）
」
、
「
こ
れ
ま
で
と
同
じ
時
期
に

賃
上
げ
が
あ
る
と
い
う
労
働
者
の
期
待
が
あ
っ
た
（
運
輸
業
）
」
な
ど
の
意
見
も
あ
っ
た
。

（
発
効
時
期
が
後
ろ
倒
し
に
な
っ
た
こ
と
の
受
止
め
）

「
引
上
げ
幅
が
大
き
か
っ
た
の
で
、
（
発
効
日
ま
で
）
余
裕
が
で
き
た
の
は
利
点
だ
が
、

10
月
発
効
の
県
に
所
在
す
る
事
業
所
は

10
月

に
賃
上
げ
を
行
っ
た
た
め
、
２
度
の
対
応
が
煩
雑
だ
っ
た
（
運
輸
業
）
」
等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

８
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徳
島
県
（
発
効
日
：
令
和
８
年
１
月
１
日
）

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
事
業
所
）

従
業
員
規
模
「
1
0
～
1
9
人
」
、
「
2
0
～
4
9
人
」
の
事
業
所
を
中
心
に
、
約
3
0
の
事
業
所
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。

（
賃
上
げ
時
期
）

発
効
日
の
後
ろ
倒
し
の
賃
上
げ
時
期
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
賃
上
げ
を
「
例
年
よ
り
遅
ら
せ
た
」
と
す
る
事
業
所
と
「
例
年
ど
お
り
」

と
す
る
事
業
所
が
あ
っ
た
。

「
遅
ら
せ
た
」
事
業
所
の
理
由
と
し
て
、
「
例
年
、
最
低
賃
金
の
発
効
時
期
に
合
わ
せ
て
い
る
」
と
の
意
見
が
多
く
あ
っ
た
。
遅
ら
せ

た
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
「
事
務
的
な
準
備
期
間
の
ほ
か
、
人
件
費
抑
制
の
面
で
も
助
か
っ
た
（
飲
食
業
）
」
、
「
パ
ー
ト
労
働
者
の
就

業
調
整
を
避
け
ら
れ
た
（
製
造
業
）
」
等
の
意
見
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
県
内
の
下
請
け
と
の
関
係
で
、
１
月
１
日
の
発
効
日
に
合
わ

せ
て
価
格
転
嫁
に
応
じ
る
こ
と
で
（
ま
と
め
て
）
対
応
し
た
（
製
造
業
）
」
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。

「
例
年
ど
お
り
」
と
し
た
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
「
毎
年
決
ま
っ
た
時
期
に
賃
上
げ
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
」
と
す
る
回
答
が
多

か
っ
た
が
、
ほ
か
に
、
「
香
川
が
本
社
で
四
国
４
県
に
支
社
が
あ
る
の
で
、
金
額
は
一
番
高
い
と
こ
ろ
、
発
効
日
は
一
番
早
い
と
こ
ろ

に
合
わ
せ
て
賃
上
げ
し
て
い
る
（
運
輸
業
）
」
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

（
発
効
時
期
が
後
ろ
倒
し
に
な
っ
た
こ
と
の
受
止
め
）

「
賃
金
改
定
の
手
続
き
に
要
す
る
時
間
が
確
保
で
き
た
（
製
造
業
）
」
、
「
決
定
か
ら
発
効
ま
で
３
か
月
程
度
あ
っ
た
方
が
良
い
の
で
、

今
回
の
１
月
は
よ
か
っ
た
（
運
輸
業
）
」
と
評
価
す
る
意
見
が
あ
っ
た
一
方
で
、
「
四
国
４
県
に
支
店
が
あ
る
た
め
、
県
ご
と
に
ば
ら

ば
ら
に
な
ら
な
い
方
が
良
い
（
卸
売
業
、
小
売
業
）
」
、
「
他
県
か
ら
大
幅
に
遅
れ
る
の
は
問
題
。
地
域
内
の
事
業
所
が
足
並
み
を
そ

ろ
え
て
賃
上
げ
で
き
る
よ
う
に
し
た
方
が
良
い
（
サ
ー
ビ
ス
業
）
」
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。

９
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熊
本
県
（
発
効
日
：
令
和
８
年
１
月
１
日
）

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
事
業
所
）

従
業
員
規
模
「

10
～

19
人
」
、
「

20
～

49
人
」
、
「

50
～

99
人
」
の
事
業
所
を
中
心
に
、
約

40
の
事
業
所
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。

（
賃
上
げ
時
期
）

発
効
日
の
後
ろ
倒
し
の
賃
上
げ
時
期
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
賃
上
げ
を
「
例
年
よ
り
遅
ら
せ
た
」
と
す
る
事
業
所
と
「
例
年
ど
お
り
」
と

す
る
事
業
所
が
あ
っ
た
。

「
遅
ら
せ
た
」
理
由
と
し
て
、
「
例
年
、
最
低
賃
金
の
発
効
時
期
に
合
わ
せ
て
い
る
」
と
の
回
答
が
多
く
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
「
賃
金

規
程
の
見
直
し
の
た
め
（
卸
売
業
・
小
売
業
等
）
」
や
「
発
注
先
と
契
約
料
金
ア
ッ
プ
の
交
渉
を
行
っ
た
た
め
（
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分

類
さ
れ
な
い
も
の
）
」
、
「
新
年
度
の
契
約
更
新
時
に
人
件
費
等
の
価
格
転
嫁
を
行
う
た
め
、

10
月
に
賃
上
げ
す
る
と
半
年
分
の
人
件
費

増
加
分
を
自
社
で
先
行
負
担
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
先
行
負
担
分
を
減
ら
す
た
め
（
同
）
」
な
ど
の
回
答
が
あ
っ
た
。

「
例
年
ど
お
り
」
と
す
る
企
業
の
中
に
は
、
「
毎
年
決
ま
っ
た
時
期
に
賃
上
げ
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
」
と
す
る
回
答
が
多
か
っ
た
。

（
発
効
時
期
が
後
ろ
倒
し
に
な
っ
た
こ
と
の
受
止
め
）

「
賃
上
げ
原
資
の
確
保
な
ど
の
準
備
期
間
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
）
」
、
「
人
件
費
支
出
を
３
か
月
分
抑

制
で
き
た
た
め
、
収
益
に
プ
ラ
ス
と
な
っ
た
（
小
売
業
）
」
、
「
価
格
転
嫁
や
契
約
見
直
し
の
準
備
期
間
を
確
保
で
き
た
（
サ
ー
ビ
ス
業

（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）
）
」
と
の
意
見
が
あ
っ
た
一
方
で
、
「
『
最
低
賃
金
改
定
済
み
』
と
他
県
の
ニ
ュ
ー
ス
が
先
行
し
て
流
れ

る
の
で
、
従
業
員
へ
の
説
明
が
必
要
に
な
っ
た
（
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
）
」
な
ど
の
意
見
も
あ
っ
た
。

他
県
よ
り
も
後
ろ
倒
し
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
佐
賀
県
に
も
事
業
所
が
あ
る
の
で
、
発
効
時
期
を
統
一
し
て
ほ
し
い
（
運
輸

業
）
」
、
「
（
全
国
に
店
舗
が
あ
る
が
）
賃
金
計
算
は
本
社
一
括
で
対
応
す
る
た
め
、
発
効
日
が
ば
ら
ば
ら
だ
と
担
当
者
の
業
務
が
煩
雑

に
な
る
。
発
効
日
又
は
月
を
統
一
し
て
ほ
し
い
（
小
売
業
）
」
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

（
そ
の
他
）

発
効
日
の
周
知
に
関
し
て
、
「
今
回
、
例
年
の
1
0
月
か
ら
後
ろ
倒
し
と
な
っ
た
正
式
な
理
由
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
毎
年
変
わ
る
な
ら
、

企
業
側
へ
の
説
明
も
必
要
で
は
な
い
か
（
製
造
業
）
」
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。
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大
分
県
（
発
効
日
：
令
和
８
年
１
月
１
日
）

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
事
業
所
）

従
業
員
規
模
「
1
0
～
1
9
人
」
、
「
2
0
～
4
9
人
」
の
事
業
所
を
中
心
に
、
約
3
0
の
事
業
所
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。

（
賃
上
げ
時
期
）

発
効
日
の
後
ろ
倒
し
の
賃
上
げ
時
期
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
賃
上
げ
を
「
例
年
よ
り
遅
ら
せ
た
」
と
す
る
事
業
所
と
「
例
年
ど
お
り
」

と
す
る
事
業
所
が
あ
っ
た
。

「
遅
ら
せ
た
」
理
由
と
し
て
、
「
最
低
賃
金
の
発
効
時
期
に
合
わ
せ
た
」
と
の
回
答
が
多
か
っ
た
が
、
ほ
か
に
、
「
上
げ
幅
が
大
き

か
っ
た
の
で
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め
全
社
的
な
賃
上
げ
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
準
備
期
間
が
必
要
だ
っ
た
（
製
造
業
）
」
等
の
意
見
が

あ
っ
た
。

「
遅
ら
せ
た
」
利
点
と
し
て
、
「
資
金
繰
り
な
ど
の
準
備
が
で
き
た
（
製
造
業
）
」
、
「
（
発
効
日
の
前
日
ま
で
が
申
請
期
限
と
な
っ

て
い
る
）
業
務
改
善
助
成
金
を
有
効
に
活
用
で
き
た
（
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
）
」
等
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
他
方
で
、
「
（
発
効
時

期
が
異
な
る
）
他
県
に
も
支
店
が
あ
る
た
め
、
従
業
員
同
士
で
不
公
平
感
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
（
運
輸
業
）
」
等
の
意
見
も

あ
っ
た
。

「
例
年
ど
お
り
」
と
す
る
企
業
の
中
に
は
、
「
毎
年
決
ま
っ
た
時
期
に
賃
上
げ
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
」
と
す
る
回
答
が
多
か
っ
た
。

（
発
効
時
期
が
後
ろ
倒
し
に
な
っ
た
こ
と
の
受
止
め
）

「
利
点
が
あ
る
の
で
、
も
っ
と
遅
ら
せ
て
も
良
い
（
製
造
業
）
」
、
「
上
が
り
幅
が
大
き
い
の
で
、
中
小
・
零
細
企
業
の
資
金
繰
り
を

考
え
る
と
納
得
（
製
造
業
）
」
な
ど
の
意
見
が
あ
る
一
方
で
、
「
他
県
に
営
業
所
が
あ
る
の
で
、
で
き
れ
ば
発
効
日
は
全
国
一
律
に
し

て
ほ
し
い
（
運
輸
業
）
」
、
「
（
複
数
県
で
事
業
展
開
し
て
い
る
た
め
、
）
都
道
府
県
に
よ
っ
て
発
効
日
が
異
な
る
と
賃
上
げ
の
タ
イ

ミ
ン
グ
が
何
度
も
あ
り
、
担
当
部
署
に
と
っ
て
負
担
（
飲
食
業
）
」
、
「
他
県
と
発
効
日
が
異
な
る
場
合
に
は
余
裕
を
も
っ
て
周
知
し

て
ほ
し
い
」
等
の
意
見
も
あ
っ
た
。

1
1
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２
発
効
日
に
つ
い
て

2
0

2
5
年
度
の
地
域
別
最
低
賃
金
の
発
効
日
が
例
年
よ
り
遅
く
な
っ
た
こ
と
の
最
賃
近
傍
雇
用
者
へ
の
影
響

（
資
料
出
所
）
株
式
会
社
クロ
ス
マー
ケ
テ
ィン
グ
「最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
関
す
る
労
働
者
の
意
識
や
対
応
等
に
関
す
る
実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
」（
20
26
年
、厚

生
労
働
省
委
託
事
業
）
の
速
報
値
をも
とに
、厚

生
労
働
省
労
働
基
準
局
で
作
成
。速

報
値
で
あ
る
た
め
、数

値
が
改
訂
され
る
可
能
性
が
あ
る
。

調
査
対
象
は
時
間
当
た
り賃

金
が
勤
務
地
の
地
域
別
最
低
賃
金
の
1.
1倍

未
満
の
非
正
規
雇
用
労
働
者
で
１
年
以
上
勤
務
して
い
る
者
（
最
賃
近
傍
雇
用
者
）
。調

査
期
間
は
20
26
年
５
月
１
日
～
15
日
。W

EB
上
で
の
モニ
ター
調
査
。

集
計
に
あ
た
って
は
、「
令
和
７
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」の
調
査
票
情
報
か
ら集

計
した
性
別
、年

齢
階
級
、勤

務
地
の
地
域
区
分
別
の
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
構
成
比
と同

様
とな
る
よう
、復

元
処
理
を行

って
い
る
。

（
注
）
20
25
年
度
に
お
け
る
最
低
賃
金
の
引
上
げ
が
例
年
より
遅
く2
02
6年

１
月
か
ら３

月
まで
の
間
で
あ
った
６
県
（
20
26
年
１
月
：
福
島
、徳

島
、熊

本
、大

分
、2
02
6年

３
月
：
秋
田
、群

馬
）
に
主
な
仕
事
の
勤
務
先
が
あ
る
労
働
者
に
つ
い
て
集
計
。

()
内
は
集
計
に
用
い
た
復
元
前
の
サ
ンプ
ル
数
を示

す
。「
時
間
あ
た
り賃

金
の
上
昇
時
期
が
遅
れ
た
か
」に
つ
い
て
は
、本

調
査
内
で
の
設
問
間
の
回
答
内
容
が
整
合
的
で
な
か
った
回
答
者
（
１
月
以
降
発
効
計
の
1,
43
4サ
ンプ
ル
中
76
）
を除

い
て
集
計
した
。

「最
低
賃
金
の
引
上
げ
時
期
が
遅
か
った
こと
に
よる
影
響
（
複
数
回
答
）
」（
右
図
）
の
「影
響
が
あ
った
（
計
）
」は
、合

計
か
ら「
特
に
影
響
は
な
か
った
」を
控
除
した
も
の
。

○
20

25
年
度
の
地
域
別
最
低
賃
金
の
発
効
日
が
例
年
よ
り
遅
く

20
26
年

1月
か
ら

3月
ま
で
の
間
で
あ
っ
た
６
県
（

20
26
年
１
月
：
福
島
、
徳
島
、
熊
本
、
大
分
、

20
26
年
３
月
：
秋
田
、
群
馬
）
に
主
な
仕
事
の
勤
務
先
が
あ
る
労
働
者
に
対
し
、
最
低
賃
金
の
引
上
げ
時
期
が
遅
れ
た
こ
と
に
よ
り
時
間
あ
た
り
賃
金
の
上
昇
時
期
は

遅
れ
た
か
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
例
年
と
変
わ
ら
な
い
時
期
に
時
間
あ
た
り
の
賃
金
の
上
昇
が
あ
っ
た
」
が

42
.8
％
、
「
遅
れ
た
」
が

35
.6
％
で
あ
っ
た
。

○
最
低
賃
金
の
引
上
げ
時
期
が
遅
れ
た
こ
と
に
よ
る
影
響
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
特
に
影
響
は
な
か
っ
た
」
が

65
.7
％
、
「
影
響
が
あ
っ
た
」
は

34
.3
％
で
あ
っ
た
。

何
ら
か
の
影
響
が
あ
っ
た
と
回
答
し
た
中
で
は
、
「
時
間
あ
た
り
賃
金
が
上
昇
す
る
時
期
が
遅
れ
た
た
め
、
仕
事
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
下
が
っ
た
」
が
最
も

多
く

22
.8
％
、
次
い
で
「
時
間
あ
た
り
賃
金
が
上
昇
す
る
時
期
が
遅
れ
た
た
め
、
家
計
に
悪
影
響
が
生
じ
た
」
が

11
.3
％
と
な
っ
て
い
る
。

34.3

11.3

22.8

5.5

3.6

0.2

65.7

34.1

11.0
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65.9

34.8
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0.1

65.2
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影 響 が あ っ た （ 計 ）

時 間 あ た り 賃 金 が 上 昇 す る 時 期 が

遅 れ た た め 、 家 計 に 悪 影 響 が 生 じ

た

時 間 あ た り 賃 金 が 上 昇 す る 時 期 が

遅 れ た た め 、 仕 事 に 対 す る モ チ

ベ ー シ ョ ン が 下 が っ た

時 間 あ た り 賃 金 が 上 昇 す る 時 期 が

遅 れ た た め 、 最 低 賃 金 の 引 上 げ 時

期 が 早 い 別 の 都 道 府 県 で 仕 事 を す

る こ と を 考 え た

年 末 に 就 業 調 整 を せ ず に 済 ん だ

そ の 他 の 影 響 が あ っ た

特 に 影 響 は な か っ た

最
低
賃
金
の
引
上
げ
時
期
が
遅
か
った
こと
に
よ
る
影
響
（
複
数
回
答
）

1月
以
降
発
効
計

1月
発
効

3月
発
効

35.6

42.8

18.4

3.2

36.6

44.1

17.1

2.3

33.9

40.6

20.7

4.9
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.0
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.0
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.0

35
.0

40
.0

45
.0

50
.0

遅 れ た

例 年 と 変 わ ら な い 時 期 に 時 間 あ た

り の 賃 金 の 上 昇 が あ っ た

2025 年 度 に 時 間 あ た り の 賃 金 の

上 昇 は な か っ た

そ の 他

時
間
あ
た
り賃
金
の
上
昇
時
期
が
遅
れ
た
か

1月
以
降
発
効
計

1月
発
効

3月
発
効

（
％
）

（
％
）

(n
=
1,
35
8)

(n
=
80
3)

(n
=
55
5)

(n
=
1,
43
4)

(n
=
85
2)

(n
=
58
2)

「影
響
が
あ
った
」の
詳
細

1
2

参
考
資
料
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２
発
効
日
に
つ
い
て

発
効
日
別
に
み
た
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
時
期

○
過
去
１
年
間
で
時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
最
賃
近
傍
雇
用
者
に
つ
い
て
、
賃
金
が
上
昇
し
た
時
期
は
、
「
わ
か
ら
な
い
」
を
除
い
て
、

「
20

25
年

10
月
」
（

34
.5
％
）
が
最
も
多
く
、
「

20
26
年
４
月
」
（

15
.3
％
）
が
次
い
で
多
い
。
こ
れ
を

20
25
年
度
の
最
低
賃
金
の
発
効
日
別
に

み
る
と
、

20
26
年
１
月
に
発
効
し
た
４
県
に
勤
務
地
の
あ
る
者
で
は
「

20
26
年
１
月
」
（

37
.3
％
）
が
最
も
多
く
、

20
26
年
３
月
に
発
効
し
た
２

県
に
勤
務
地
が
あ
る
者
で
は
「

20
26
年
４
月
」
（

29
.3
％
）
が
最
も
多
く
、
「

20
26
年
３
月
」
（

27
.6
％
）
が
次
い
で
多
く
な
っ
て
い
る
。

（
資
料
出
所
）
株
式
会
社
クロ
ス
マー
ケ
テ
ィン
グ
「最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
関
す
る
労
働
者
の
意
識
や
対
応
等
に
関
す
る
実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
」（
20
26
年
、厚

生
労
働
省
委
託
事
業
）
の
速
報
値
を
も
とに
、厚

生
労
働
省
労
働
基
準
局
で
作
成
。速

報
値
で
あ
る
た
め
、数

値
が
改
訂
され
る
可
能
性
が
あ
る
。

調
査
対
象
は
時
間
当
た
り賃

金
が
勤
務
地
の
地
域
別
最
低
賃
金
の
1.
1倍

未
満
の
非
正
規
雇
用
労
働
者
で
１
年
以
上
勤
務
して
い
る
者
（
最
賃
近
傍
雇
用
者
）
。調

査
期
間
は
20
26
年
５
月
１
日
～
15
日
。W

EB
上
で
の
モニ
ター
調
査
。

集
計
に
あ
た
って
は
、「
令
和
７
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」の
調
査
票
情
報
か
ら集

計
した
性
別
、年

齢
階
級
、勤

務
地
の
地
域
区
分
別
の
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
構
成
比
と同

様
とな
る
よう
、復

元
処
理
を行

って
い
る
。

（
注
）
本
調
査
内
で
の
設
問
間
の
回
答
内
容
が
整
合
的
で
な
か
った
回
答
者
（
全
4,
03
3サ
ン
プル
中
76
）
を除

い
て
集
計
した
。有

効
回
答
者
の
うち
、過

去
１
年
以
内
に
時
間
当
た
り賃

金
の
上
昇
が
あ
った
者
（
全
体
の
56
.3
％
（
復
元
処
理
後
の
集
計
値
）
）
に
つ
い
て
集
計
。

「１
月
発
効
」は
福
島
、徳

島
、熊

本
、大

分
の
各
県
（
集
計
に
用
い
た
サ
ンプ
ル
数
は
復
元
前
51
0）

、「
３
月
発
効
」は
秋
田
、群

馬
の
各
県
（
同
38
9）

、「
年
内
発
効
」は
それ

ら以
外
の
41
都
道
府
県
に
勤
務
地
の
所
在
す
る
者
を指

す
。

複
数
回
答
で
あ
る
た
め
、年

に
２
回
以
上
賃
金
の
上
昇
が
あ
った
場
合
に
は
、複

数
の
時
期
を回

答
して
い
る
ケ
ー
ス
も
存
在
す
る
。こ
の
た
め
、回

答
割
合
の
合
計
は
10
0％

を超
え
る
。
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回
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発
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発
効
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月
発
効

（
％
）

1
3

参
考
資
料
６

67



68

kagak
フリーテキスト
 資料№ 12



69



70



71



 

 
 

特定（産業別）最低賃金の新設決定に関する申出書 

 
 
１ 岐阜県総合スーパーマーケット最低賃金 
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（令和7年12月1日現在）

　　　　　区　分

　Ｅ２８

　Ｅ２９（Ｅ２９４を除く）

　Ｅ３０

　Ｅ３１１

　Ｅ３１４

（１／３）
　　最低賃金の件名

368 13,683 4,561

岐阜県電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
最低賃金

適用産業分類

特定（産業別）最低賃金の適用使用者数及び適用労働者数

適用使用者数 適用労働者数 申出必要者数

※　令和３年経済センサス活動調査結果を基に岐阜労働局労働基準部賃金室において推計したもの。

6,361 2,120

317 17,631 5,877

70

岐阜県自動車・同附属品
製造業最低賃金

岐阜県航空機・同附属品
製造業最低賃金

75
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　　　　　区　分

特定（産業別）最低賃金の適用使用者数及び適用労働者数

（令和8年4月1日現在）

適用産業分類 適用使用者数 適用労働者数 申出必要者数
（１／２）　　最低賃金の件名

岐阜県ドラッグストア最低賃金 I564 164 2,276 1,138

岐阜県総合スーパーマーケット
最低賃金 I562 20 4,274 2,137

岐阜県食料品スーパーマーケット
最低賃金　（注） I5811 241 10,604 5,302

岐阜県ホームセンター最低賃金 I565 108 3,041 1,521

（注）
食料品スーパーマーケット（I5811）の数値は、推計の基となる令和3年経済センサスが旧日本標
準産業分類（以下「旧分類」。）によるものであり、令和５年改訂の日本標準産業分類（以下「新
分類」。）の「食料品スーパーマーケット（I5811）」と「その他の各種食料品小売業（I5819）」を判
別することが出来ないため、新分類の（I5819）を含んでいる。

岐阜県電気機械器具小売業
最低賃金 I5931 227 2,072 1,036

※令和３年経済センサス‐活動調査結果を基に岐阜労働局労働基準部賃金室にて推計したもの。
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